
Title 伝聞法則の適用範囲に関する一試論（４）

Author(s) 伊藤, 博路; ITOH, Hiromichi

Citation 北大法学論集, 49(2), 115-147

Issue Date 1998-07-24

Doc URL https://hdl.handle.net/2115/15777

Type departmental bulletin paper

File Information 49(2)_p115-147.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP



論

観
伝
聞
法
則
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
一
試
論

自

次

序
章一
問
題
の
所
在

二
対
象
の
限
定

三
者
桑
の
順
序

第
一
章
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
伝
聞
法
則

第
一
節
伝
開
法
則
の
意
義

第
二
節
伝
聞
法
則
の
概
要

(
四
)

弄
J
n
l

，
 藤

博

路
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説

第
三
節
伝
聞
法
則
の
根
拠

第

四

節

小

括

第
二
章
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
証
人
対
質
権

第
一
節
証
人
対
質
権
の
沿
革

第
二
節
学
説
・
判
例
の
分
析

第
三
節
適
正
手
続
の
観
点
か
ら
の
理
論

第

四

節

小

括

第
三
章
わ
が
国
の
伝
聞
法
則

第

一

節

概

説

第
二
節
刑
事
訴
訟
法
と
伝
開
法
則

第
三
節
証
人
審
問
権
と
伝
聞
法
則

第

四

節

判

例

第
四
章
伝
聞
法
則
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
一
試
論

第
一
節
学
説
・
判
例
の
検
討

第

二

節

私

見

結
語

(
以
上
本
号
)

(
以
上
四
八
巻
四
号
)

雪品
目冊

(
以
上
回
八
巻
五
号
)

(
以
上
回
九
巻
一
号
)

第
四
節

括

こ
こ
で
は
前
述
し
た
公
正
な
裁
判
を
強
調
し
、
訴
追
機
関
の
証
拠
提
出
権
の
抑
制
を
説
く
適
正
手
続
の
観
点
か
ら
の
理
論
が
わ
が
国
へ
示
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伝聞法則の適用範囲に関する一試論 (4)

(
l
)
 

唆
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
述
べ
る
。

憲
法
=
二
条
は
、
「
何
人
も
、
法
律
の
定
め
る
手
続
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
生
命
若
し
く
は
自
由
を
奪
わ
れ
、
又
は
、
そ
の
他
の
刑
罰

を
科
せ
ら
れ
な
い
」
と
規
定
す
る
が
、
本
条
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
の
「
何
人
も
、
・
・
・
適
正
な
法
の
手
続

(
E
m
-
U
3
2
z
oご
担
当
)

に
よ
ら
ず
に
、
生
命
、
自
由
ま
た
は
財
産
を
奪
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
(
修
正
五
条
、
な
お
、
ま
た
「
州
は
、
何
人
か
ら
も
、
適
正
な
手
続

に
よ
ら
ず
に
、
生
命
、
自
由
ま
た
は
財
産
を
奪
っ
て
は
な
ら
な
い
」
(
修
正
一
四
条
)
)
と
繋
が
り
が
あ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
そ
の
成
立
の

(
2
)
(
3
)
 

背
景
や
文
言
か
ら
み
て
十
分
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
本
条
は
、
憲
法
の
構
造
に
お
い
て
刑
事
の
領
域
に
関
す
る
基
礎
的
な
一
般
的
規
定

(
4
)
 

と
見
な
さ
れ
る
位
置
に
置
か
れ
て
い
る
。
「
公
権
力
を
手
続
的
に
拘
束
し
、
人
権
を
手
続
的
に
保
障
し
て
い
こ
う
と
す
る
思
想
は
英
米
法
に

と
く
に
顕
著
な
特
徴
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
、
『
自
由
の
歴
史
は
大
部
分
手
続
的
保
障
の
歴
史
で
あ
っ
た
』
と
考
え
る
立
場
は
、
人
権
保

(5) 

障
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
視
点
で
あ
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
」
。

証
人
審
問
権
の
中
心
的
要
素
で
あ
る
反
対
尋
問
権
は
伝
聞
法
則
の
中
心
的
要
素
で
も
あ
り
、
証
人
審
問
権
と
伝
聞
法
則
と
は
密
接
に
関
係

(
6
)
 

し
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
伝
聞
法
則
と
は
別
に
、
手
続
的
権
利
と
し
て
の
証
人
審
問
権
の
意
義
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
適
正
手
続

の
観
点
か
ら
の
説
は
、
こ
の
点
に
つ
き
次
の
よ
う
な
視
座
を
提
供
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
証
人
対
質
権
を
充
足
す
る
か
否
か
に
関
す
る

こ
の
説
の
具
体
的
判
断
基
準
は
、
訴
追
側
が
証
拠
を
(
意
図
的
に
)
作
り
出
し
た
か
否
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
訴
追
側
と
証
拠
の
作
成
過
程

(
7
)
 

と
の
関
係
を
問
題
と
す
る
。
コ
ア
ユ

1
・
プ
ロ
セ
ス
は
、
刑
事
手
続
に
関
し
て
は
、
フ
ェ
ア
・
ト
ラ
イ
ア
ル
と
同
義
だ
と
解
し
て
よ
い
」
。
し

(
8
)
 

た
が
っ
て
、
例
え
ば
、
「
純
粋
に
訴
追
者
と
し
て
、
完
全
に
一
方
の
当
事
者
た
る
地
位
に
し
り
ぞ
い
た
」
検
察
官
に
よ
る
調
書
を
訴
追
の
た
お

(
9
)

の

め
に
用
い
る
こ
と
が
公
正
な
裁
判
と
い
え
る
か
と
い
う
点
が
問
題
と
な
る
と
解
す
る
余
地
も
あ
ろ
う
。
ま
た
、
信
用
性
の
面
か
ら
み
て
も
、

U9u
 

例
え
ば
共
犯
者
等
に
対
す
る
取
調
べ
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
調
書
は
、
取
調
べ
が
密
室
で
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
し
て
事
実
上
有
効
な
信
用
性
似

(ω)
法

の
評
価
方
法
が
な
く
、
さ
ら
に
、
対
立
す
る
当
事
者
が
取
調
べ
を
行
う
の
で
あ
る
か
ら
信
用
性
が
担
保
さ
れ
る
と
は
考
え
に
く
い
と
い
え
る
。
北



説

以
上
の
点
を
勘
案
す
る
と
、
調
書
を
被
告
人
の
有
罪
方
向
で
の
事
実
認
定
の
資
料
と
し
て
用
い
る
場
合
、
信
用
性
の
基
準
が
ク
リ
ア
ー
で
き

る
か
は
も
ち
ろ
ん
と
し
て
、
仮
に
信
用
性
の
基
準
を
ク
リ
ア
ー
し
た
と
し
て
も
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
違
反
の
疑
い
も
理
論
的
に
残
り
、
そ
の

(
日
)

具
体
化
の
一
つ
と
い
う
べ
き
証
人
審
問
権
違
反
に
よ
る
証
拠
排
除
も
問
題
と
な
り
う
る
場
合
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

公
正
な
裁
判
す
な
わ
ち
適
正
手
続
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
事
実
認
定
の
正
確
性
の
確
保
を
根
拠
と
す
る
証
拠
法
上
の
原
則
か
ら
導
か
れ
る

信
用
性
の
基
準
と
は
独
立
し
た
基
準
に
基
づ
く
テ
ス
ト
を
伝
聞
証
拠
に
課
し
、
こ
れ
を
信
用
性
の
要
件
と
重
畳
的
に
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り

(ロ)

被
告
人
の
反
対
尋
問
権
の
保
障
の
要
請
を
厳
格
化
し
、
被
告
人
の
反
対
尋
問
権
を
今
以
上
に
強
く
保
障
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
そ
の

(
日
)

論
理
的
帰
結
は
、
次
章
で
わ
が
国
の
伝
聞
法
則
お
よ
び
証
人
審
問
権
を
考
察
し
た
後
、
第
四
章
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

論

(
1
)
カ
l
ス
ト
説
お
よ
び
バ
!
ガ
l
説
は
、
公
正
な
裁
判
を
保
障
す
る
た
め
の
説
と
評
価
で
き
、
こ
の
意
味
で
適
正
手
続
の
観
点
か
ら
の
理
論
と

し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
他
方
、
ハ

l
ラ
ン
裁
判
官
は
、
伝
開
法
則
に
対
す
る
規
制
は
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
よ
る
べ
き

だ
と
の
見
解

(U=gロ
〈
何
〈
白
ロ

p
s
o
d
-
∞-立・

8
(早叶
C

)

(

民
向
宮
口
岨
』

J
n
g
E『
『
日
間
)
)
を
表
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
一
般
的
性
格
を
も
っ

デ
ユ

1
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
の
下
で
あ
れ
ば
、
対
質
権
条
項
に
よ
る
よ
り
も
規
制
は
緩
や
か
で
済
む
と
の
考
え
を
背
後
に
有
す
る
も
の
で
あ
る
(
堀

江
慎
司
「
証
人
審
問
権
の
本
質
に
つ
い
て
(
四
)

|

i
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
議
論
を
中
心
に
」
法
学
論
叢
一
四
一
巻
四
号
(
一
九
九
七
年
)
五
頁
)
。

こ
れ
は
、
適
正
手
続
主
義
の
観
点
か
ら
証
人
対
質
権
を
高
め
よ
う
と
す
る
も
の
と
は
一
言
え
ず
、
ま
た
、
本
稿
で
紹
介
し
た
適
正
手
続
の
観
点
か

ら
の
説
も
こ
れ
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。

(
2
)
樋
口
陽
一
・
佐
藤
幸
治
・
中
村
睦
男
・
浦
部
法
穂
『
注
釈
日
本
国
憲
法
』
上
巻
(
一
九
八
四
年
)
六
九
九
頁
〔
佐
藤
幸
治
〕
。
ま
た
、
適
正
手

続
(
デ
ユ

1
・
プ
ロ
セ
ス
)
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
田
宮
裕
「
刑
事
手
続
と
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス

l
|
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
判
例
の
展
開
を

中
心
に
」
北
大
法
学
論
集
一
四
巻
三
・
四
号
(
一
九
六
三
年
)
一
五
五
頁
〔
同
『
刑
事
訴
訟
と
デ
ユ

1
・
プ
ロ
セ
ス
』
(
一
九
七
二
年
)
所
収
〕
、

松
尾
浩
也
「
『
当
事
者
主
義
』
に
つ
い
て
」
中
野
次
雄
判
事
還
暦
祝
賀
『
刑
事
裁
判
の
課
題
』
(
一
九
七
二
年
)
一
一
一
一
一
一
頁
〔
同
『
刑
事
訴
訟
の
原
理
』

(
一
九
七
四
年
)
所
収
〕
、
鈴
木
茂
嗣
「
『
適
正
手
続
』
お
よ
び
『
当
事
者
主
義
』
の
観
念
に
つ
い
て
」
法
学
論
叢
一

O
二
巻
五
・
六
号
六
八
頁
〔
同

北法49(2・118)352



伝聞法則の適用範囲に関する一試論 (4) 

『
刑
事
訴
訟
の
基
本
構
造
』
(
一
九
七
九
年
)
所
収
〕
参
照
。
な
お
、
い
わ
ゆ
る
「
や
わ
ら
か
い
デ
ユ

1
・
プ
ロ
セ
ス
」
を
め
ぐ
る
論
争
と
し
て
、

杉
原
泰
雄
「
『
人
身
の
自
由
』
と
刑
事
手
続
」
法
律
時
報
四
五
巻
二
号
(
一
九
七
三
年
)
人
頁
、
松
尾
浩
也
「
憲
法
と
刑
事
訴
訟
法
」
同
四
五
巻

六
号
二
=
一
頁
、
木
田
純
一
「
刑
事
訴
訟
法
学
と
憲
法
学
」
同
四
五
巻
九
号
一

O
四
頁
、
松
尾
「
憲
法
学
と
刑
事
訴
訟
法
学
」
同
四
五
巻
一
一

号
一
四
四
頁
、
杉
原
「
憲
法
と
刑
事
訴
訟
法
」
同
四
五
巻
一
四
号
一
二
三
頁
、
木
田
「
憲
法
と
デ
ユ

1
・
プ
ロ
セ
ス
論
」
同
四
六
巻
六
号
(
一

九
七
四
年
)
二
六
七
頁
参
照
。
こ
の
論
争
は
、
デ
ユ

1
・
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
、
多
く
の
示
唆
を
含
む
も
の
で
あ
っ
て
興
味
深
い
。

思
う
に
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
は
、
「
利
益
考
量
を
本
質
と
す
る
」
(
田
宮
裕
「
最
近
の
デ
ュ
!
・
プ
ロ
セ
ス
論
争
」
研
修
三
四

O
号
(
一
九
七

七
年
)
八
頁
)
も
の
と
考
え
れ
ば
、
「
や
わ
ら
か
い
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
」
へ
傾
く
こ
と
も
自
然
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
杉
原
教

授
の
指
摘
さ
れ
た
、
憲
法
規
範
を
最
高
規
範
と
し
て
厳
格
に
解
す
る
と
い
う
視
座
の
必
要
性
は
、
現
在
に
お
い
て
も
な
お
強
調
さ
れ
る
べ
き
も

の
と
思
わ
れ
る
。
適
正
手
続
の
観
念
を
い
か
に
捉
え
る
か
は
、
た
い
へ
ん
大
き
な
テ
l
マ
で
あ
っ
て
、
本
稿
で
詳
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

無
罪
推
定
の
原
則
、
無
事
の
不
処
罰
主
義
の
視
点
が
最
重
要
と
な
ろ
う
(
田
宮
裕
「
刑
事
手
続
に
お
け
る
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
と
は
な
に
か
L

松
尾
治
也
・
田
富
裕
『
刑
事
訴
訟
法
の
基
礎
知
識
』
(
一
九
六
六
年
)
二

O
三
頁
〔
田
宮
・
同
註
書
所
収
〕
、
同
「
有
罪
と
無
罪
の
間
」
法
と
は

な
に
か
(
ジ
ユ
リ
ス
ト
増
刊
)
(
一
九
六
九
年
)
一
四
五
頁
〔
田
宮
・
同
註
書
所
収
〕
参
照
)
。

(3)
た
だ
し
、
憲
法
一
一
一
一
条
を
品

5HvgngM
を
定
め
た
も
の
と
み
る
通
説
に
疑
問
を
提
示
す
る
も
の
と
し
て
、
田
中
英
夫
「
憲
法
第
三
一
条
(
い

わ
ゆ
る
適
法
手
続
条
項
)
に
つ
い
て
」
宮
沢
俊
義
先
生
還
暦
記
念
『
日
本
国
憲
法
体
系
』
八
巻
(
一
九
六
五
年
)
一
六
五
頁
〔
同
『
英
米
法
研

究
2
・
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
』
(
一
九
八
七
年
)
所
収
〕
)
。

(
4
)
樋
口
・
佐
藤
・
中
村
・
浦
部
、
前
出
註

(
2
)
書
七

O
一
頁
〔
佐
藤
幸
治
〕
。

(
5
)
芦
部
信
喜
『
憲
法
〔
新
版
〕
』
(
一
九
九
七
年
)
一
一
一
人
頁
。

(6)
な
お
、
伝
開
法
則
と
そ
の
例
外
に
つ
い
て
も
反
対
尋
問
重
視
以
外
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
前
述
第

一
章
第
三
節
参
照
。

(
7
)
回
宮
・
前
出
註

(
2
)
「
刑
事
手
続
と
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
」
一
七
五
頁
。

(
8
)
田
富
裕
「
刑
事
裁
判
官
論
の
意
義
」
刑
法
雑
誌
一
八
巻
三
・
四
号
(
一
九
七
二
年
)
一
一
五
頁
。

(9)
こ
の
点
に
関
し
て
、
公
平
さ
と
い
う
点
で
、
例
え
ば
、
証
拠
調
べ
請
求
さ
れ
た
参
考
人
の
供
述
録
取
書
を
当
事
者
が
不
同
意
と
し
た
場
合
、

検
察
官
面
前
調
書
は
刑
訴
法
一
二
一
一
一
条
一
項
二
号
の
要
件
を
充
た
せ
ば
証
拠
能
力
が
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
弁
護
人
作
成
の
供
述
調
書
の

北法49(2・119)353



説~~ 

E岡

場
合
に
は
、
よ
り
厳
格
な
同
条
一
一
項
三
号
の
要
件
を
充
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
り
実
務
の
運
用
で
あ
る
こ
と
(
大
出

良
知
・
川
崎
英
明
・
神
山
啓
史
・
岡
崎
敬
編
著
『
刑
事
弁
護
』
(
一
九
九
三
年
)
一
三
六
頁
)
が
問
題
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
弁
護

人
作
成
の
供
述
調
書
を
証
拠
採
用
す
る
場
合
の
要
件
を
緩
や
か
に
す
べ
き
か
は
、
伝
聞
法
則
の
形
骸
化
を
招
く
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
跨

跨
さ
れ
る
。
や
は
り
、
検
察
官
面
前
調
書
に
厳
格
な
要
件
判
断
を
要
求
し
て
ゆ
く
方
向
で
考
え
る
べ
き
と
い
え
よ
う
。

(
叩
)
実
際
に
も
、
公
判
廷
で
の
事
後
の
反
対
尋
問
に
よ
っ
て
、
捜
査
官
が
作
出
し
た
供
述
証
拠
を
十
分
に
吟
味
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
場
合
が

多
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
パ

l
ガ

l
は
、
公
判
に
原
供
述
者
が
出
廷
し
て
も
、
訴
追
側
が
意
図
的
に
供
述
を
引
き
出
し
た
際
に
、

供
述
者
が
特
に
他
人
の
影
響
を
受
け
や
す
い
こ
と
が
分
か
っ
て
い
た
場
合
な
ど
に
は
、
イ
ン
タ
ヴ
ュ

l
の
録
画
な
い
し
録
音
テ
1
プ
も
提
出
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
(
前
述
第
三
節
ニ

d
削
参
照
)
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
実
際
の
判
断
が
困
難
に
な
る
と
い
う
問
題
も
あ

る
が
(
第
三
節
註
(
出
)
参
照
)
、
次
の
よ
う
な
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。

彼
女
に
よ
れ
ば
、
「
意
図
的
に
引
き
出
し
た
」
か
否
か
の
判
断
は
裁
判
官
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
判
断
の
た
め
に
こ
そ
、

そ
の
よ
う
な
テ

1
プ
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
す
る
と
テ
l
プ
の
提
出
は
訴
追
側
提
出
の
伝
聞
証
拠
す
べ
て
に
課
さ
れ
る
べ
き
と
い
え

よ
う
し
、
ま
た
、
原
供
述
者
が
死
亡
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
公
判
に
提
出
さ
れ
な
い
場
合
に
、
供
述
状
況
の
テ
l
プ
が
提
出
さ
れ
れ
ば

供
述
の
許
容
性
が
認
め
ら
れ
る
の
か
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
(
堀
江
・
前
出
註

(
1
)
二
五
頁
)
。
こ
の
よ
う
な
点
は
、
供
述
状
況
の

テ
1
プ
の
位
置
づ
け
に
も
か
か
わ
る
重
要
な
論
点
と
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
後
註
(
日
)
参
照
。

(
日
)
し
か
し
、
訴
追
の
た
め
に
は
調
書
を
用
い
る
必
要
性
が
高
い
場
合
の
あ
る
こ
と
は
こ
れ
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
ゆ
く
ま
い
。
し
か
し
、
そ
の

際
要
件
判
断
が
厳
格
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
憲
法
の
保
障
は
形
骸
化
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
点
証
人
審
問
権
の
担
保
と
い
う
意
味
で
、
パ
ー

ガ

l
の
示
唆
す
る
供
述
の
採
取
過
程
の
可
視
化
は
傾
聴
に
値
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
捜
査
機
関
に
よ
る
供
述
採
取
過
程
の
可
視
化
の
必
要
性

は
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
証
人
審
問
権
の
担
保
と
い
う
点
か
ら
憲
法
上
の
要
請
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
前
述
の
よ
う
に
、
訴
追
側
の
作
成
し
た
供
述
証
拠
は
、
対
立
す
る
当
事
者
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
類

型
的
に
信
用
性
に
疑
義
が
残
る
こ
と
に
加
え
て
、
そ
の
採
取
過
程
が
一
般
に
不
透
明
で
あ
り
、
信
用
性
の
評
価
は
困
難
と
な
ろ
う
。
そ
こ
で
、

証
人
審
問
権
自
体
は
公
判
で
の
権
利
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
担
保
す
る
た
め
に
は
公
判
前
の
段
階
に
ま
で
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
り
、
か
か
る
証

拠
に
対
す
る
信
用
性
の
要
件
審
査
の
実
質
的
担
保
の
手
段
の
一
っ
と
し
て
供
述
採
取
過
程
の
可
視
化
の
要
求
は
考
慮
さ
れ
る
べ
き
と
思
わ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
訴
追
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
い
か
な
る
類
型
の
公
判
廷
外
供
述
に
対
し
て
供
述
時
の
対
質
あ
る
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い
は
録
画
な
い
し
録
音
を
必
要
的
と
考
え
る
べ
き
か
は
、
例
え
ば
子
供
の
供
述
に
対
し
て
こ
れ
を
ど
こ
ま
で
厳
格
に
要
求
す
べ
き
か
と
い
っ
た

よ
う
な
限
界
事
例
に
関
し
て
困
難
な
問
題
を
抱
え
て
お
り
(
第
三
節
註
(
出
)
参
照
)
、
や
は
り
個
別
具
体
的
な
判
断
に
委
ね
ざ
る
を
得
な
い
こ

と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
検
察
官
面
前
調
書
に
つ
い
て
は
、
訴
追
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
ま
れ
で

な
い
類
型
の
供
述
証
拠
で
あ
り
、
か
つ
供
述
状
況
の
録
画
な
い
し
録
音
も
無
理
な
要
求
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
を
要
求
し
て
ゆ
く
べ

き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
ロ
)
こ
の
点
に
つ
き
、
第
一
一
一
節
註
(
邸
)
参
照
。

(
日
)
こ
の
よ
う
に
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
観
点
か
ら
、
証
人
審
問
権
の
厳
格
化
す
な
わ
ち
伝
聞
証
拠
の
証
拠
能
力
の
厳
格
化
を
導
く
理
論
構
成

は
無
理
な
も
の
で
は
な
い
。
問
題
は
、
ど
こ
ま
で
こ
の
観
点
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
本
章
で

詳
述
し
た
伝
開
例
外
と
の
関
係
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
の
い
う
よ
う
に
、
証
人
対
質
権
と
伝
聞
法
則
と
は
密
接
な
関
係
に
あ
る
た
め
、
伝
聞
法

則
と
そ
の
例
外
の
根
拠
を
無
視
し
た
証
人
対
質
権
の
理
論
構
成
は
、
妥
当
な
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
デ
ユ

1
・
プ
ロ
セ
ス
の
観
点
か
ら
は
、
証
拠
法
上
の
原
別
で
あ
る
伝
聞
法
則
の
例
外
の
要
件
を
充
た
す
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、

証
人
審
問
権
違
反
と
な
る
場
合
も
認
め
ら
れ
る
余
地
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

伝聞法則の適用範囲に関する一試論 (4)

第
三
章

わ
が
国
の
伝
聞
法
則

第
一
節

概
説

本
章
で
は
、
ま
ず
、
供
述
証
拠
の
証
拠
能
力
に
関
す
る
現
行
刑
訴
法
の
制
定
過
程
お
よ
び
、
証
人
審
問
権
を
規
定
す
る
憲
法
三
七
条
二
項

(
1
)
 

前
段
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
考
察
し
た
後
、
伝
聞
法
則
の
適
用
範
囲
を
検
討
す
る
上
で
必
要
不
可
欠
な
判
例
を
取
り
上
げ
る
。
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説

そ
の
考
察
の
前
提
と
し
て
、
以
下
で
い
わ
ゆ
る
旧
刑
訴
法
(
大
正
一
一
年
法
律
七
五
号
)
下
の
伝
聞
証
拠
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

旧
刑
訴
法
三
四
三
条
で
は
、
伝
聞
証
拠
に
当
た
る
供
述
録
取
書
の
証
拠
能
力
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。

北法49(2・122)356

E命

被
告
人
其
ノ
他
ノ
者
ノ
供
述
ヲ
録
取
シ
タ
ル
書
類
子
ン
テ
法
令
ニ
依
リ
作
成
シ
タ
ル
訊
問
調
書
ニ
非
サ
ル
モ
ノ
ハ
左
ノ
場

合
ニ
限
リ
之
ア
証
拠
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得

第
三
四
三
条供

述
者
死
亡
シ
タ
ル
ト
キ

疾
病
其
ノ
他
ノ
事
由
ニ
因
リ
供
述
者
ヲ
訊
問
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ト
キ

訴
訟
関
係
人
異
議
ナ
キ
ト
キ

区
裁
判
所
ノ
事
件
ニ
付
テ
ハ
前
項
ニ
規
定
ス
ル
制
限
ニ
依
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ス

一一一一

こ
こ
に
「
法
令
ニ
依
リ
作
成
シ
タ
ル
訊
問
調
書
」
と
あ
る
の
は
、
予
審
訊
問
調
書
あ
る
い
は
公
判
調
書
等
の
よ
う
に
裁
判
官
に
よ
っ
て
作

成
さ
れ
る
も
の
が
主
で
あ
り
(
旧
刑
訴
法
五
六
、
六

O
、
三

0
0、
三

O
二
条
)
、
検
事
、
司
法
警
察
官
に
つ
い
て
は
、
被
疑
者
の
住
所
不

定
そ
の
他
の
い
わ
ゆ
る
要
求
事
件
に
つ
い
て
勾
引
状
を
出
し
た
場
合
(
同
法
一
二
三
条
)
や
、
現
行
犯
逮
捕
の
際
に
作
成
す
る
こ
と
が
認
め

ら
れ
て
い
た
に
過
ぎ
ず
(
同
法
一
二
七
条
な
い
し
一
二
九
条
)
、
そ
れ
以
外
に
被
疑
者
、
証
人
等
の
訊
聞
が
必
要
な
と
き
は
強
制
処
分
と
し

て
請
求
さ
れ
た
裁
判
官
(
予
審
判
事
ま
た
は
区
裁
判
所
判
事
)
が
訊
問
調
書
を
作
成
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
(
同
法
二
五
五
条
)
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
請
求
を
し
な
い
で
検
事
や
警
察
官
が
自
ら
被
疑
者
や
参
考
人
を
取
調
べ
て
い
わ
ゆ
る
聴
取
書
を
作
成
し
て
も
、
そ
れ
ら

は
寸
法
令
ニ
依
リ
作
成
シ
タ
ル
訊
問
調
書
」
に
は
当
た
ら
ず
、
前
記
の
例
外
的
場
合
の
外
は
、
そ
れ
ら
を
地
方
裁
判
所
の
事
件
の
証
拠
と
す

(
2
)
(
3
)
 

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。



そ
れ
が
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
た
ど
り
、
現
行
刑
訴
法
の
よ
う
な
規
定
の
誕
生
に
至
っ
た
の
か
を
、
第
二
節
で
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

(
1
)
な
お
、
学
説
・
判
例
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
章
を
改
め
、
第
四
章
で
行
う
こ
と
に
す
る
。

(
2
)
佐
伯
千
偲
「
証
拠
法
に
お
け
る
戦
時
法
の
残
照
」
石
松
竹
雄
判
事
退
官
記
念
論
文
集
『
刑
事
裁
判
の
復
興
』
(
一
九
九
O
年
)

二
頁
〔
同
『
陪
審
裁
判
の
復
活
』
(
一
九
九
六
年
)
所
収
〕
。

(
3
)
も
っ
と
も
、
旧
刑
訴
法
三
四
三
条
一
項
は
、
「
捜
査
の
段
階
で
作
成
さ
れ
た
供
述
録
取
書
の
一
部
を
そ
の
ま
ま
公
判
に
直
結
さ
せ
る
も
の
で
あ

っ
た
」
(
松
尾
浩
也
「
『
当
事
者
主
義
』
に
つ
い
て
」
中
野
次
雄
判
事
還
暦
祝
賀
『
刑
事
裁
判
の
課
題
』
(
一
九
七
二
年
)
四
二
頁
〔
同
『
刑
事
訴

訟
の
原
理
』
(
一
九
七
四
年
)
所
収
〕
)
。

一一

o
l
一一

伝開法則の適用範囲に関する一試論(4 ) 

第
二
節

刑
事
訴
訟
法
と
伝
聞
法
則

刑
事
訴
訟
法
制
定
過
程

概
要

(
l
)
 

現
行
刑
訴
法
の
制
定
過
程
に
つ
い
て
見
て
ゆ
く
前
に
、
ま
ず
は
そ
の
全
体
像
を
概
観
す
る
。

現
行
刑
訴
法
は
、
昭
和
二

O
年
の
暮
れ
頃
か
ら
約
二
年
半
に
及
ぶ
立
案
努
力
を
経
て
誕
生
し
た
。
他
方
、
そ
れ
以
前
の
時
期
を
見
る
と
、

当
時
の
刑
訴
法
(
旧
刑
訴
法
)
に
対
す
る
改
正
の
企
図
は
、
早
く
か
ら
存
在
し
た
。
こ
の
改
正
論
の
蓄
積
は
、
昭
和
二

O
年
八
月
以
降
、
敗

戦
に
伴
う
社
会
情
勢
の
激
変
を
背
景
に
、
急
速
に
司
法
制
度
改
革
の
構
想
と
な
っ
て
具
体
化
し
た
。
も
っ
と
も
、
そ
の
実
現
を
待
た
ず
し
て
、

昭
和
一
二
年
三
月
に
日
本
国
憲
法
改
正
草
案
が
起
草
さ
れ
、
刑
訴
法
改
正
の
方
向
も
変
転
し
た
。
し
か
し
、
戦
前
に
示
さ
れ
て
い
た
諸
々
の

a 
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説

(2) 

改
革
プ
ラ
ン
は
戦
後
の
改
正
作
業
に
深
い
影
響
を
与
え
た
。
そ
こ
で
、
戦
前
の
動
向
に
つ
い
て
も
見
て
お
く
の
が
有
益
で
あ
ろ
う
。
以
下
で

は
、
供
述
証
拠
の
証
拠
能
力
を
め
ぐ
る
論
議
を
概
観
す
る
が
、
特
に
伝
聞
例
外
と
の
関
係
で
検
討
が
不
可
欠
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、
捜

査
権
に
関
す
る
も
の
も
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

現
行
刑
訴
法
の
制
定
過
程
は
、
大
き
く
次
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
期
と
し
て
、
昭
和
二

O
年
秋
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
マ

北法49(2・124)358 

論

ツ
カ

1
サ
l
憲
法
草
案
が
示
さ
れ
る
直
前
ま
で
の
聞
で
、
司
法
省
内
の
「
司
法
制
度
改
正
審
議
会
L

お
よ
び
司
法
省
刑
事
局
別
室
を
中
心
に

刑
訴
法
改
正
の
構
想
が
練
ら
れ
た
時
期
で
あ
る
。
第
二
期
は
、
マ
ツ
カ

l
サ
1
憲
法
草
案
が
日
本
政
府
に
示
さ
れ
た
昭
和
一
二
年
二
月
以
降
、

日
本
国
憲
法
の
施
行
を
は
さ
ん
で
日
本
政
府
の
刑
訴
法
改
正
最
終
案
が
ま
と
ま
る
昭
和
二
二
年
の
一

O
月
ま
で
の
時
期
で
、
こ
の
間
、
憲
法

に
あ
わ
せ
た
改
正
要
綱
の
策
定
と
九
次
に
わ
た
る
刑
訴
法
草
案
の
起
草
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
実
質
的
作
業
の
多
く
は
司
法
省
刑
事
局
別
室
に

よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
第
三
期
は
、
日
本
政
府
の
最
終
案
を
も
と
に
、
占
領
軍
総
司
令
部
と
の
協
議
を
通
じ
て
重
要
な
修
正
を
経
た
案
が
、
昭

(
3
)
 

和
二
三
年
五
月
二
六
日
国
会
に
提
出
さ
れ
、
法
律
と
し
て
成
立
す
る
ま
で
の
時
期
で
あ
る
。

以
下
、
こ
の
区
分
に
し
た
が
っ
て
、
現
行
刑
訴
法
の
制
定
過
程
に
つ
い
て
見
て
ゆ
く
が
、
ま
ず
、
第
一
期
以
前
の
戦
前
期
か
ら
考
察
す
る

こ
と
に
し
よ
う
。

b 

戦
前
期

戦
前
期
に
お
い
て
は
、

い
わ
ゆ
る
「
司
法
制
度
改
善
論
」
の
影
響
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
第
一
期
以
前
に
お
い
て
は
、
戦
時
立
法
の
影

響
も
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
後
に
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

い
わ
ゆ
る
旧
刑
訴
法
は
、
二

O
余
年
に
お
よ
ぶ
準
備
期
間
と
、
第
四
五
回
帝
国
議
会
に
お
け
る
激
し
い
討
議
を
経
て
成
立
し
た
も
の
で
あ

(4) 
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
在
野
法
曹
お
よ
び
学
会
か
ら
批
判
が
な
さ
れ
た
が
、
全
面
的
な
改
正
の
動
き
は
休
止
し
て
い
た
。
こ
の
状
況
を
一
挙



伝開法則の適用範囲に関する一試論 (4)

に
動
か
し
、
改
正
論
を
再
燃
さ
せ
た
の
は
、
昭
和
九
年
、
岡
田
内
閣
に
よ
る
小
原
直
司
法
大
臣
の
登
場
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
小
原
法
相

は
、
就
任
後
ま
も
な
く
「
司
法
制
度
調
査
会
」
設
置
の
構
想
を
公
表
し
、
司
法
制
度
の
全
面
的
再
検
討
に
着
手
す
る
意
思
を
明
ら
か
に
し
た
。

司
法
省
は
諮
問
す
べ
き
事
項
を
選
定
し
、
そ
の
結
果
「
司
法
制
度
改
善
ニ
関
ス
ル
諸
問
題
並
ニ
其
具
体
的
方
策
提
案
方
ノ
件
」
(
司
法
省
調

秘
第
二
二
四
号
昭
九
・
一

0
・
一
一
)
が
作
成
さ
れ
た
。
こ
の
司
法
制
度
の
改
善
の
論
議
は
「
戦
後
の
改
革
に
及
ぼ
し
た
影
響
と
い
う
角
度

(5) 

か
ら
は
、
ま
さ
に
『
刑
事
訴
訟
法
改
正
前
史
』
と
し
て
の
意
義
が
顕
著
に
看
取
さ
れ
る
」
。

司
法
省
な
い
し
小
原
法
相
が
、
こ
の
時
期
に
司
法
制
度
の
全
面
的
改
正
に
乗
り
出
し
た
理
由
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
従
来

(
6
)
 

か
ら
問
題
と
さ
れ
た
事
件
の
増
加
に
伴
う
事
務
量
の
増
大
が
-
つ
の
要
因
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
刑
事
に
関
す
る
限
り
に
お
い

て
、
そ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
手
続
的
合
理
化
と
い
う
問
題
の
枠
組
み
を
大
き
く
越
え
た
論
点
が
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
一
つ
に
、
聴

取
書
の
証
拠
化
(
直
接
審
理
主
義
の
後
退
)
の
問
題
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
予
審
制
度
の
改
正
(
検
察
権
の
強
化
)
と
と
も
に
、
旧
刑
訴
法

(
7
)
 

に
お
い
て
も
激
し
く
討
議
さ
れ
た
問
題
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
の
回
答
で
は
、

「
第
十
七
聴
取
書
ニ
証
拠
力
ヲ
認
ム
ル
コ
ト
ハ
旧
刑
事
訴
訟
法
ノ
一
般
的
ニ
認
メ
タ
ル
処
ニ
シ
テ
、
現
行
刑
事
訴
訟
法
モ
亦
区
裁
判
所

ノ
事
件
ニ
付
テ
ハ
之
ヲ
認
ム
(
第
三
百
四
十
三
条
第
二
項
)
。
職
権
主
義
及
ピ
自
由
心
証
主
義
ノ
精
神
ヨ
リ
ス
レ
パ
敢
テ
其
ノ
証
拠
力
ニ

形
式
的
制
限
ヲ
加
フ
ル
ノ
要
ナ
シ
ト
考
ヘ
ラ
ル
ル
モ
、
当
事
者
訴
訟
主
義
及
ピ
口
頭
主
義
ノ
方
面
ヨ
リ
見
テ
暫
ク
現
行
法
ヲ
維
持
ス
ル
コ

(
8
)
 

ト
ヲ
適
当
ト
ス
ベ
シ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

司
法
省
側
は
、
改
革
の
最
大
の
力
点
を
予
審
制
度
の
修
正
に
置
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
日
本
弁
護
士
協
会
の
立
場
は
、
予
審
廃
止
論

(
9
)
 

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
細
目
を
検
討
し
た
委
員
会
が
、
廃
止
後
の
手
続
を
提
案
し
た
が
、
公
判
手
続
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
提
案
が

北法49(2・125)359 

な
さ
れ
た
。



説

「

(
2
)

公
判
手
続

(
イ
)
公
判
手
続
ハ
公
判
中
心
主
義
、
直
接
審
議
主
義
、
口
頭
弁
論
主
義
ニ
従
ヒ
テ
為
ス
コ
ト

(
ロ
)
証
拠
ハ
裁
判
所
ノ
直
接
取
調
ベ
タ
ル
モ
ノ
ニ
限
ル
コ
ト
(
陪
審
法
第
七
一
条
参
照
)

(
日
)

但
陪
審
法
第
七
二
条
第
七
五
条
記
載
ノ
モ
ノ
ニ
限
リ
之
カ
例
外
ヲ
認
メ
得
ル
コ
ト
」

北法49(2・126)360

号晶
画岡

司
法
制
度
調
査
会
は
、
各
諮
問
事
項
ご
と
に
小
委
員
会
を
設
置
し
、
調
査
を
進
め
て
い
た
が
、
諮
問
事
項
の
第
一
号
を
担
当
す
る
小
委
員

会
の
議
事
が
新
聞
紙
上
に
報
道
さ
れ
て
波
紋
を
招
い
た
。
記
事
の
内
容
は
、
昭
和
一
一
年
七
月
コ
二
日
付
の
司
法
大
臣
官
房
秘
書
課
通
達
か

ら
窺
わ
れ
る
。
司
法
省
は
、
聴
取
書
に
つ
い
て
、

「
本
月
二
十
五
日
都
下
発
行
ノ
新
聞
紙
上
ニ
司
法
制
度
調
査
会
小
委
員
会
ニ
於
テ
・
・
・
(
一
一
一
)
検
事
ニ
訊
問
権
ヲ
与
ヘ
聴
取
書
ニ
証
拠

カ
ヲ
与
フ
ル
コ
ト
・
・
・
等
ノ
数
項
目
ニ
付
意
見
ノ
一
致
ヲ
見
、
具
体
案
ヲ
作
成
シ
テ
総
会
ノ
承
認
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ニ
ナ
リ
タ
ル
旨
ノ
記

(
日
)

事
掲
載
有
之
候
ヘ
ト
モ
右
ハ
全
ク
誤
報
」
で
あ
る
と
の
見
解
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
帝
国
弁
護
士
会
お
よ
び
第
一
東
京
弁
護
士
会
の
抗
議
に
よ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
が
、
こ
の
両
弁
護
士
会
は
寸
本
会
ハ
検
事
並
ニ

(ロ)

司
法
警
察
官
ニ
拘
留
権
又
ハ
訊
問
権
ヲ
賦
与
シ
聴
取
書
ニ
証
拠
力
ヲ
認
メ
ン
ト
ス
ル
提
案
ニ
反
対
ス
」
と
い
う
決
議
を
行
い
、
『
検
察
権
強

(
日
)

化
の
提
案
に
対
す
る
反
対
運
動
』
の
締
め
く
く
り
と
し
た
。

(
H
H
)
 

そ
の
後
、
「
司
法
制
度
改
善
」
の
論
議
は
、
竜
頭
蛇
尾
の
観
を
呈
す
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
、
林
内
聞
か
ら
第
一
次
近
衛
内
閣
を
経
て
平

沼
内
閣
ま
で
留
任
し
た
塩
野
季
彦
司
法
大
臣
(
昭
和
一
二
年
二
月
就
任
)
が
、
従
来
の
制
度
改
善
の
路
線
を
引
き
継
い
で
、
司
法
制
度
調
査

(
日
)

会
の
後
身
と
も
い
う
べ
き
司
法
制
度
調
査
委
員
会
を
設
置
し
、
委
員
約
五

O
名
を
任
命
し
た
。
そ
の
諮
問
事
項
の
第
二
号
、
す
な
わ
ち
「
刑

事
事
件
ノ
処
理
ノ
迅
速
、
適
正
ヲ
期
ス
ル
為
考
慮
ス
ヘ
キ
点
如
何
」
に
関
す
る
論
点
の
一
つ
と
し
て
、
検
事
お
よ
び
司
法
警
察
官
の
強
制
捜



(
凶
)

査
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

-， 

強
制
捜
査

検
事
及
司
法
警
察
官
ノ
強
制
捜
査
ヲ
為
シ
得
ル
範
囲
ヲ
拡
張
ス
ル
コ
ト
ノ
可
否

(
げ
)

検
事
及
司
法
警
察
官
ニ
訊
問
権
並
ニ
一
定
期
間
ノ
勾
留
権
ヲ
認
ム
ル
コ
ト
ノ
可
否
」

(
イ
)

伝聞法則の適用範聞に関する一試論 (4) 

こ
の
諮
問
事
項
の
第
二
号
に
関
す
る
審
議
は
、
司
法
省
と
在
野
法
曹
と
の
聞
に
検
察
権
の
強
化
を
め
ぐ
っ
て
鋭
い
対
立
が
あ
り
難
航
を
極

め
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
委
員
の
一
人
で
あ
る
清
瀬
一
郎
弁
護
士
は
、
法
律
新
聞
紙
上
に
私
案
を
公
表
し
た
。
こ
れ
は
、
同
氏
が
戦
後

(
時
)

の
改
正
作
業
の
初
期
に
果
た
し
た
役
割
と
の
関
連
か
ら
も
、
注
目
に
値
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
の
う
ち
、
聴
取
書
に
関
し
て
、
「
第
五

警
察
聴
取
書
と
検
事
聴
取
書
と
の
重
複
を
除
く
べ
し
L

お
よ
び
「
第
九
聴
取
書
の
作
成
方
法
を
改
善
(
原
告
官
以
外
の
者
の
立
会
を
必
要

(
印
)

と
す
)
し
、
之
に
証
拠
力
を
認
む
べ
し
」
と
い
う
よ
う
な
意
見
が
見
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
司
法
制
度
調
査
委
員
会
の
審
議
が
進
む
中
で
、
日

本
弁
護
士
協
会
お
よ
び
東
京
弁
護
士
会
が
建
議
を
行
っ
た
。
そ
の
中
で
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

第

検
察
ニ
関
ス
ル
事
項

(
三
)
捜
査
機
関
カ
法
律
ニ
ヨ
リ
作
成
ス
ル
訊
問
調
書
ハ
常
ニ
有
効
ト
シ
聴
取
書
ハ
予
審
ヲ
経
サ
ル
事
件
ニ
付
テ
ノ
ミ
有
効
ト
ス

ル
コ
ト
ハ
仮
ニ
之
ヲ
是
認
ス
ル
モ
其
訊
問
調
書
及
聴
取
書
ニ
シ
テ
人
権
探
聞
ニ
ヨ
リ
不
任
意
ノ
供
述
ヲ
為
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
ノ

(
初
)

申
出
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
マ
、
断
罪
ノ
証
拠
ト
為
シ
得
サ
ル
コ
ト
ノ
規
定
ヲ
是
非
共
設
ケ
ラ
レ
タ
シ
」

北法49(2・127)361



説

と
こ
ろ
で
、
昭
和
一
六
年
一
二
月
、
全
面
的
な
戦
争
状
態
の
も
と
で
第
七
九
帝
国
議
会
が
聞
か
れ
、
翌
一
七
年
二
月
、
戦
時
刑
事
特
別
法

(
幻
)

お
よ
び
裁
判
所
構
成
法
戦
時
特
例
が
、
短
い
期
間
の
審
議
で
可
決
さ
れ
た
。
こ
の
両
法
律
は
、
「
刑
事
訴
訟
法
、
裁
判
所
構
成
法
お
よ
び
刑

(m) 

法
を
直
ち
に
修
正
す
る
効
果
を
も
ち
、
実
際
的
に
は
顕
著
な
変
革
を
意
味
し
た
」
。
そ
し
て
、
そ
の
内
容
は
前
年
の
国
防
保
安
法
お
よ
び
治

安
維
持
法
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
特
則
と
共
通
す
る
部
分
が
多
く
、
結
果
的
に
、
戦
時
と
い
う
期
間
的
な
限
定
の
も
と
に
、
そ
れ
ら
が
一
般
法

(
お
)

化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

論

も
っ
と
も
、
国
防
保
安
法
等
に
お
い
て
断
行
さ
れ
た
検
察
権
の
強
化
は
、
戦
時
刑
事
特
別
法
で
は
見
送
ら
れ
た
が
、
そ
の
代
わ
り
に
、
聴

(

倒

的

)

(

お

)

取
書
の
証
拠
能
力
の
制
限
が
撤
廃
さ
れ
た
と
い
え
る
。

第
一
期

第
一
期
は
、
司
法
省
内
の
「
司
法
制
度
改
正
審
議
会
」
お
よ
び
司
法
省
刑
事
局
別
室
い
わ
ゆ
る
「
別
室
」
を
中
心
に
刑
訴
法
改
正
の
構
想

c 
が
練
ら
れ
た
時
期
で
あ
る
。

ま
ず
、
司
法
制
度
改
正
審
議
会
は
、
岩
田
法
相
を
会
長
と
し
、
委
員
三
九
名
を
も
っ
て
、
昭
和
二

O
年
一
一
月
一
六
日
に
成
立
し
た
。
第

(
お
)

一
回
の
会
合
は
、
同
月
二
四
日
に
聞
か
れ
、
次
の
二
つ
の
諮
問
事
項
が
提
示
さ
れ
た
。

第

新
情
勢
ニ
鑑
ミ
裁
判
並
ニ
検
察
ノ
機
構
ニ
付
改
正
ヲ
要
ス
ベ
キ
具
体
的
事
項
如
何

(
幻
)

新
情
勢
ニ
鑑
ミ
犯
罪
捜
査
ニ
関
シ
人
権
ヲ
擁
護
ス
ペ
キ
具
体
的
方
策
如
何
」

第
以
下
に
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
審
議
の
中
か
ら
、
聴
取
書
に
関
す
る
発
言
部
分
を
掲
げ
る
。

北法49(2・128)362



伝聞法則の適用範囲に関する一試論 (4) 

林
委
員
は
、
「
被
疑
者
ニ
関
ス
ル
対
策
デ
ア
ル
ガ
・
・
・
司
法
警
察
官
吏
ノ
聴
取
書
ノ
作
成
ニ
制
限
ヲ
加
ヘ
ル
コ
ト
デ
ア
ル
。
例
ヘ
パ
知

能
犯
ヤ
非
現
行
犯
ノ
聴
取
書
ノ
作
成
ハ
専
ラ
検
事
ノ
ミ
ニ
制
限
シ
、
其
ノ
他
ノ
場
合
ノ
ミ
司
法
警
察
官
吏
ニ
作
成
サ
セ
ル
ト
云
フ
様
子
ン
タ

(
お
)

ラ
良
イ
ト
思
フ
」
と
発
言
し
た
。

佐
藤
委
員
は
、
「
書
類
ノ
証
拠
能
力
ニ
関
ス
ル
問
題
ニ
付
テ
、
従
来
ノ
判
例
ノ
態
度
ハ
不
法
ナ
強
制
処
分
ニ
因
リ
テ
得
一
フ
レ
タ
調
書
モ
直

(
お
)

チ
ニ
証
拠
能
力
ナ
シ
ト
ハ
シ
ナ
イ
ノ
デ
ア
ッ
タ
ガ
、
今
後
ハ
之
ヲ
法
律
デ
証
拠
能
力
ナ
シ
ト
云
フ
コ
ト
ニ
致
シ
タ
イ
」
と
述
べ
た
。

ま
た
、
牧
野
委
員
は
、
司
法
警
察
と
行
政
警
察
と
の
分
離
問
題
に
つ
い
て
の
発
言
で
、
「
警
察
官
ニ
聴
取
書
ヲ
取
ラ
セ
ル
コ
ト
丈
ケ
ハ
廃

(
初
)

メ
テ
貰
ヒ
タ
イ
ト
思
フ
」
と
言
及
し
た
。

こ
の
よ
う
な
審
議
を
経
て
、
諮
問
事
項
の
第
二
号
に
関
す
る
原
案
が
ま
と
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
の
「
捜
査
制
度
ニ
関
ス
ル
問
題
」
と

(
幻
)

い
う
部
分
に
、
「
八
司
法
警
察
官
ノ
訊
問
調
書
及
聴
取
書
ノ
作
成
ヲ
適
当
ニ
制
限
ス
ル
コ
ト
」
と
い
う
記
述
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

他
方
、
い
わ
ゆ
る
「
別
室
」
で
は
、
昭
和
一
一
一
年
一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
、
ほ
と
ん
ど
連
日
の
よ
う
に
会
議
が
重
ね
ら
れ
た
。
そ
の
結

(

泥

)

(

お

)

果
、
「
刑
事
訴
訟
法
中
改
正
要
綱
案
」
(
昭
一
一
一
・
一
・
二
六
刑
別
印
)
が
ま
と
め
上
げ
ら
れ
た
。
そ
の
う
ち
、
検
事
な
い
し
司
法
警
察
宮
に

よ
る
尋
問
お
よ
び
調
書
の
証
拠
能
力
に
関
す
る
部
分
を
掲
げ
る
。

第

予
審
ノ
廃
止
及
公
判
準
備
ノ
拡
充
強
化
ニ
関
ス
ル
事
項

公
判
準
備
ヲ
左
ノ
如
ク
拡
充
強
化
ス
ル
コ
ト
・
・
・

ω
裁
判
所
ハ
公
判
期
日
ニ
於
ケ
ル
取
調
準
備
ノ
為
公
判
期
目
前
被
告
人
又
ハ
証
人
ノ
訊
問
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
ノ
ト
ス
ル
コ

ト
前
項
ノ
訊
問
ハ
被
告
人
又
ハ
証
人
ノ
所
在
ニ
就
キ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
ノ
ト
ス
ル
コ
ト
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検
事
及
弁
護
人
ハ
前
二
項
ノ
訊
問
ニ
立
会
フ
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
ノ
ト
ス
ル
コ
ト

此
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
裁
判
長
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
被
告
人
又
ハ
証
人
ノ
訊
問
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
ノ
ト
ス
ル
コ
ト

訊
問
ヲ
為
ス
ペ
キ
日
時
及
場
所
ハ
予
メ
之
ヲ
検
事
及
弁
護
人
ニ
通
知
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス
ル
コ
ト
但
シ
急
速
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
ハ

(
鈍
)

此
ノ
限
一
一
在
ラ
、
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス
ル
コ
ト
」

強
制
捜
査
権
ニ
関
ス
ル
事
項

て
検
事
及
司
法
警
察
官
一
ニ
左
ノ
知
キ
強
制
捜
査
権
ヲ
認
ム
ル
コ
ト
・
・
・

間
検
事
ハ
被
疑
者
ヲ
訊
問
シ
又
ハ
其
ノ
訊
問
ヲ
司
法
警
察
官
ニ
命
令
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
ノ
ト
ス
ル
コ
ト

検
事
ハ
公
訴
提
起
前
ニ
限
リ
証
人
ヲ
訊
問
シ
又
ハ
其
ノ
訊
問
ヲ
他
ノ
検
事
ニ
嘱
託
シ
若
ハ
司
法
警
察
官
ニ
命
令
ス
ル
コ
ト
ヲ

(
お
)

得
ル
モ
ノ
ト
ス
ル
コ
ト
」

「
同
司
法
警
察
官
ハ
被
疑
者
ヲ
訊
問
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
ノ
ト
ス
ル
コ
ト

(
お
)

司
法
警
察
官
ハ
公
訴
提
起
前
ニ
限
リ
証
人
ア
訊
問
シ
・
・
・
」

「
二
、
右
ニ
伴
ヒ
強
制
捜
査
権
行
使
ノ
公
正
ヲ
確
保
ス
ル
為
左
ノ
如
ク
措
置
ス
ル
コ
ト

論

第

ハ
、
調
書
ノ
証
拠
力
ニ
関
ス
ル
事
項

川
暴
行
又
ハ
陵
虐
ニ
因
リ
被
告
人
其
ノ
他
ノ
者
ヲ
シ
テ
供
述
ヲ
為
サ
シ
メ
タ
ル
コ
ト
ヲ
疑
フ
ニ
足
ル
ペ
キ
顕
著
ナ
ル
事
由
ア
ル

(
幻
)

ト
キ
ハ
其
ノ
供
述
ヲ
録
取
シ
タ
ル
書
類
ハ
之
ア
証
拠
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス
ル
コ
ト
」

第
二
期

総
司
令
部
の
刑
訴
法
改
革
構
想
の
基
本
的
枠
組
み
は
、

d 

マ
ツ
カ

l
サ

1
草
案
三

O
条
以
下
を
通
じ
て
日
本
政
府
に
提
示
さ
れ
た
。
ま
た
、

北法49(2・130)364
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昭
和
一
二
年
三
月
頃
(
推
定
)
、
総
司
令
部
民
間
情
報
部
保
安
課
法
律
班
の
係
官
マ
ニ
ス
カ
ル
コ
大
尉
に
よ
っ
て
日
本
政
府
に
提
示
さ
れ
た
「
刑

事
訴
訟
法
ニ
対
ス
ル
修
正
意
見
(
聯
合
軍
総
司
令
部
民
間
情
報
部
保
安
課
法
律
班
)
」
(
昭
一
二
・
三
・
二
二
刑
別
印
)
も
、
マ
ツ
カ

1
サ
l

(
お
)

憲
法
草
案
と
類
似
す
る
構
想
を
よ
り
具
体
的
に
示
し
て
い
た
。

し
か
し
、
総
司
令
部
が
示
し
た
枠
組
み
は
、
そ
れ
ま
で
の
司
法
省
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
き
た
改
革
案
の
基
本
構
想
と
大
き
く
異
な
る
ば

(
お
)

か
り
か
、
鋭
い
対
立
点
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。

マ
ニ
ス
カ
ル
コ
の
提
示
し
た
「
修
正
意
見
」
は
、
旧
刑
訴
法
を
逐
条
的
に
検
討
し
て
修
正
意
見
を
コ
メ
ン
ト
す
る
と
い
う
形
式
を
と
っ
た

も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
、
反
対
尋
問
を
受
け
な
い
供
述
証
拠
の
証
拠
能
力
を
否
定
す
る
こ
と
、
こ
れ
を
受
け
て
、
供
述
録
取
書
の
証
拠
能

(ω) 

力
に
関
す
る
規
定
(
旧
刑
訴
法
三
四
三
条
)
を
廃
止
す
る
こ
と
と
い
う
提
案
が
含
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
「
修
正
意
見
」
は
、
当
時

(
H
U
)
 

の
立
案
関
係
者
に
ほ
と
ん
ど
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
少
な
か
ら
ず
こ
の
「
修
正
意
見
」
の
内
容
は
現
行
刑
訴
法

(
位
)

に
お
い
て
実
現
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
一
二
年
四
月
一
七
日
に
発
表
さ
れ
た
憲
法
改
正
草
案
は
、
同
月
二
二
日
枢
密
院
に
諮
掬
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
六
月
二
五
日
か
ら
一

O

月
七
日
ま
で
、
帝
国
議
会
で
審
議
が
行
わ
れ
た
が
、
憲
法
制
定
作
業
と
平
行
し
て
刑
訴
法
改
正
方
針
の
策
定
作
業
が
「
別
室
」
に
お
い
て
進

め
ら
れ
た
。
ま
ず
、
「
別
室
」
内
で
は
、
昭
和
一
二
年
四
月
、
「
刑
事
訴
訟
法
改
正
方
針
試
案
」
(
昭
一
二
・
四
・
三

O
刑
別
印
)
が
作
成
さ

(
何
回
)

れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
試
案
」
と
ほ
ぼ
同
一
の
改
正
構
想
を
示
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
翌
月
に
「
別
室
」
内
で
作
成
さ
れ
た
「
新
憲
法

(
付
)

に
伴
ひ
司
法
に
関
し
本
省
と
し
て
態
度
を
決
す
べ
き
事
項
」
(
昭
一
二
・
五
・
二
九
刑
別
印
)
が
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
「
憲
法
草
案
第
三
章

(
国
民
の
権
利
及
び
義
務
)
中
刑
事
司
法
に
関
し
解
釈
を
定
め
て
置
く
必
要
の
あ
る
主
な
点
」
と
し
て
、
証
人
審
問
権
に
つ
い
て
次
の
よ
う

な
記
述
が
あ
る
。
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第
三
十
四
条
第
二
項
前
段
『
す
べ
て
の
証
人
云
々
』
と
は
、
出
廷
し
た
証
人
に
対
し
て
は
必
ず
被
告
人
に
審
問
の
機
会
を
充
分
に

与
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
意
味
で
被
告
人
の
申
請
し
た
証
人
は
す
べ
て
召
喚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
意
味
で
は
な
い

(
釘
)

と
解
す
る
こ
と
」

北法49(2・132)366

論

日
本
政
府
は
、
昭
和
二
一
年
七
月
三
日
、
憲
法
改
正
に
伴
う
法
律
制
定
の
た
め
に
調
査
審
議
す
る
総
理
大
臣
諮
問
機
関
と
し
て
臨
時
法
制

調
査
会
(
会
長
は
内
閣
総
理
大
臣
吉
田
茂
)
を
設
け
た
。
同
会
は
四
つ
の
部
会
に
分
か
れ
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
刑
訴
法
等
の
改
正
に
携
わ

(
必
)

っ
た
の
は
第
三
部
会
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
司
法
省
は
、
同
月
九
日
、
司
法
大
臣
諮
問
機
関
と
し
て
司
法
法
制
審
議
会
(
会
長
は
司
法
大
臣
木
村
篤
太
郎
)
を
設
置
し
た
。
こ

れ
は
、
司
法
大
臣
の
諮
詞
に
応
じ
て
憲
法
改
正
に
伴
う
諸
法
制
の
改
正
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
議
す
る
機
関
で
あ
っ
た
。
司
法
法
制
審
議

(U) 

会
に
は
三
つ
の
小
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
第
三
小
委
員
会
が
刑
法
、
刑
訴
法
、
陪
審
法
等
の
審
議
を
担
当
し
た
。

司
法
法
制
審
議
会
第
三
小
委
員
会
に
お
け
る
審
議
と
並
行
し
て
、
「
別
室
」
で
は
、
刑
訴
法
改
正
要
綱
試
案
の
作
成
作
業
が
進
め
ら
れ
た
。

こ
れ
は
八
月
五
日
に
完
成
さ
れ
(
「
刑
事
訴
訟
法
改
正
要
綱
試
案
」
(
昭
一
二
・
八
・
五
刑
別
印
)
)
、
翌
日
か
ら
聞
か
れ
た
第
三
小
委
員
会
に

(

同

日

)

(

紛

)

提
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
後
の
審
議
、
修
正
を
経
て
、
最
終
的
に
一

O
月
二
三
日
に
「
刑
事
訴
訟
法
改
正
要
綱
」
が
成
立
す
る
に
至
っ
た
。

こ
れ
に
は
、
証
拠
能
力
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

「
第
三
十
二

証
拠
能
力
に
関
す
る
規
定
を
ほ
ぼ
次
の
や
う
な
趣
旨
に
改
め
る
こ
と
。

証
拠
は
左
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
外
、
原
則
と
し
て
、
公
判
期
日
お
い
て
直
接
に
取
調
べ
た
も
の
に
限
る
も
の
と
す
る
こ
と
o

H

公
判
期
日
に
お
い
て
証
拠
を
直
接
に
取
調
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
又
は
著
し
く
困
難
な
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
に
代
る



伝聞法則の適用範囲に関する一試論 (4) 

検
証
調
書
、
訊
問
調
書
、
鑑
定
調
書
、
鑑
定
書
そ
の
他
の
証
拠
書
類
。

口
公
務
員
が
職
権
で
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
実
に
つ
い
て
公
務
員
が
作
っ
た
書
類
。

日
前
項
の
事
項
に
つ
い
て
外
国
の
公
務
員
が
作
っ
た
書
類
で
あ
っ
て
、
そ
の
真
正
な
こ
と
の
証
明
が
あ
る
も
の
。

証
人
そ
の
他
の
者
の
供
述
又
は
そ
の
供
述
を
録
取
し
た
書
類
は
そ
の
供
述
に
際
し
て
被
告
人
に
そ
の
訊
聞
の
機
会
が
与
へ
ら
れ

た
場
合
で
な
け
れ
ば
、
原
則
と
し
て
こ
れ
を
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
憲
法
草
案
第
三
四
条
第
二
項

参
照
)
証
拠
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
訴
訟
関
係
人
に
異
議
が
な
い
と
き
は
一
及
び
二
の
制
限
に
よ
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る

」
ト
」
。

四

『
強
制
、
拷
問
若
し
く
は
脅
迫
の
下
で
の
自
白
又
は
不
当
に
長
く
抑
留
若
し
く
は
拘
禁
さ
れ
た
後
の
自
白
は
、
こ
れ
を
証
拠
と

(
印
)

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
』
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
憲
法
草
案
第
三
五
条
第
二
項
参
照
)
」

ま
た
、
司
法
省
刑
事
局
は
、
八
月
一
一
一
日
付
で
「
刑
事
訴
訟
法
の
改
正
に
関
す
る
中
間
報
告
」
(
昭
一
二
・
人
・
二
一
刑
別
印
)
を
作
成
し
、

(
日
)

こ
れ
に
若
干
の
修
正
を
行
っ
た
上
で
英
訳
し
た
後
、
総
司
令
部
に
提
出
し
た
が
、
そ
の
中
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
含
ま
れ
て
い
る
。

「
十
七

証
拠
能
力
に
関
す
る
規
定
を
ほ
ぼ
次
の
よ
う
な
趣
旨
に
改
め
る
こ
と
。

証
拠
は
、
原
則
と
し
て
公
判
期
日
に
お
い
て
直
接
取
調
べ
た
も
の
に
限
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

証
人
そ
の
他
の
者
の
供
述
又
は
そ
の
供
述
を
録
取
し
た
書
類
は
、
そ
の
供
述
に
際
し
て
被
告
人
に
そ
の
訊
問
の
機
会
が
与
へ
ら

れ
た
場
合
で
な
け
れ
ば
、
原
則
と
し
て
こ
れ
を
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
憲
法
草
案
第
三
四
条
第
二

(ー)に)
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項
参
照
)

証
拠
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
訴
訟
関
係
人
に
異
議
が
な
い
と
き
は
付
及
び
口
の
制
限
に
よ
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る

こ
と
。

(ヨ

論

個)

『
強
制
、
拷
問
若
し
く
は
脅
迫
の
下
で
の
自
白
又
は
不
当
に
長
く
抑
留
若
し
く
は
拘
禁
さ
れ
た
後
の
自
白
は
、
こ
れ
を
証
拠
と

(
臼
)

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
』
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
憲
法
草
案
第
三
五
条
第
二
項
参
照
)
」

臨
時
法
制
調
査
会
第
三
部
会
・
司
法
法
制
審
議
会
に
よ
る
刑
事
訴
訟
法
改
正
要
綱
の
作
成
過
程
お
よ
び
日
米
聞
の
折
衝
と
ほ
ぼ
時
期
を
同

じ
く
し
て
、
司
法
省
刑
事
局
内
で
は
、
刑
事
訴
訟
法
草
案
の
作
成
が
開
始
さ
れ
た
。
こ
の
草
案
作
成
は
、
昭
和
二
一
年
一
一
一
月
か
ら
開
か
れ

た
第
九
二
帝
国
議
会
に
、
裁
判
所
法
案
や
検
察
庁
法
案
等
と
共
に
提
出
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
ま
ず
第
一
次
案
が
昭

和
二
一
年
八
月
一
九
日
か
ら
三

O
日
に
か
け
て
作
成
さ
れ
、
そ
の
後
、
同
年
九
月
に
第
二
次
案
、
同
年
一

O
月
か
ら
一
一
一
月
に
か
け
て
第
三

(
臼
)

次
案
、
同
年
一
一
一
月
に
第
四
次
案
、
翌
二
二
年
二
月
に
第
五
次
案
、
同
年
三
月
頃
に
第
六
次
案
が
作
成
さ
れ
た
。

(M) 

以
下
に
、
第
一
次
案
の
関
係
す
る
条
文
、
お
よ
び
こ
れ
に
修
正
が
施
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
を
概
観
す
る
た
め
に
第
二
次
案
お
よ
び
第
五
次
案

の
関
連
条
文
を
掲
げ
る
。

改
正
刑
事
訴
訟
法
第
一
次
案

「
(
公
)
第
二
十
三
条
(
新
)

(
公
)
第
二
十
四
条
(
新
)

証
拠
は
、
別
段
の
定
あ
る
場
合
を
除
く
外
、
公
判
期
日
に
お
い
て
直
接
に
取
調
べ
た
も
の
に
限
る
。

左
に
掲
げ
る
証
拠
書
類
は
、
こ
れ
を
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

北法49(2・134)368



伝聞法則の適用範囲に関する一試論 (4) 

公
判
期
日
に
お
い
て
、
証
拠
を
直
接
に
取
調
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
又
は
著
し
く
困
難
な
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
に
代

る
検
証
調
書
、
訊
問
調
書
、
鑑
定
調
書
、
鑑
定
書
そ
の
他
の
証
拠
書
類

公
務
員
が
職
務
上
-
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
実
に
つ
い
て
、
公
務
員
が
作
っ
た
書
類

前
号
の
事
実
に
つ
い
て
、
外
国
の
公
務
員
が
作
っ
た
書
類
で
あ
っ
て
、
そ
の
真
正
な
こ
と
の
証
明
が
あ
る
も
の

案

口
h
M

左
に
掲
げ
る
証
拠
書
類
は
、
こ
れ
を
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
検
証
、
押
収
又
は
捜
索
の
調
書
及
び
こ
れ
を
補
充
す
る
書
類
図
画

二
公
務
員
が
職
務
上
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
実
に
つ
い
て
、
そ
の
公
務
員
が
作
っ
た
書
類

三
前
号
の
事
実
に
つ
い
て
外
国
の
公
務
員
が
作
っ
た
書
類
で
あ
っ
て
、
そ
の
真
正
な
こ
と
の
証
明
が
あ
る
も
の

四
前
四
号
に
掲
げ
る
証
拠
書
類
以
外
の
証
拠
書
類
で
あ
っ
て
、
公
判
期
日
に
お
い
て
、
直
接
に
取
調
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も

の
又
は
著
し
く
困
難
な
も
の

(
公
)
第
二
十
五
条
(
新
)
証
人
そ
の
他
の
者
の
供
述
は
、
そ
の
供
述
に
際
し
て
、
被
告
人
に
、
訊
問
の
機
会
を
与
へ
ら
れ
た
場
合

で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
但
し
、
そ
の
機
会
を
与
へ
る
こ
と
が
で
き
ず
又
は
著
し
く
困
難
で
あ
っ

た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

証
人
そ
の
他
の
者
の
供
述
を
録
取
し
た
書
類
で
、
公
訴
提
起
前
に
作
成
さ
れ
た
も
の
以
外
の
も
の
は
、
(
公
)
第
二
十
四
条
第

一
号
の
規
定
に
拘
ら
ず
そ
の
供
述
に
際
し
て
、
被
告
人
に
訊
問
の
機
会
が
与
へ
ら
れ
た
場
合
で
な
け
れ
ば
こ
れ
を
証
拠
と
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
但
し
、
そ
の
機
会
を
与
へ
る
こ
と
が
で
き
ず
又
は
著
し
く
困
難
で
あ
っ
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

証
拠
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
訴
訟
関
係
人
に
異
議
の
な
い
書
類
、
図
面
は
、

北法49(2・135)369

(
公
)
第
二
十
六
条
(
新
)

(
公
)
第
二
十
三
条
乃
至



説

(
公
)
第
二
十
五
条
の
規
定
に
拘
ら
ず
、
こ
れ
を
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
公
)
第
二
十
七
条
(
新
)
強
制
、
拷
問
若
し
く
は
脅
迫
に
よ
る
自
白
又
は
不
当
に
長
く
留
置
又
は
勾
留
せ
ら
れ
た
後
の
自
白
は
、

(
日
)

こ
れ
を
証
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

論

第
二
次
案

「
第
二
次
案
(
公
)
第
十
七
条
証
拠
は
特
別
の
定
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
公
判
期
日
に
お
い
て
直
接
に
取
り
調
べ
た
も
の
に
限
る
。

第
二
次
案
(
公
)
第
十
八
条
(
新
)
左
に
掲
げ
る
書
類
図
面
は
こ
れ
を
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

公
判
調
書

検
証
、
押
収
又
は
捜
索
の
調
書
及
び
こ
れ
を
補
充
す
る
書
類
図
画

公
務
員
が
職
務
上
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
実
に
つ
い
て
そ
の
公
務
員
が
作
っ
た
書

前
号
の
事
実
に
つ
い
て
、
外
国
の
公
務
員
が
作
っ
た
書
類
で
あ
っ
て
、
そ
の
真
正
な
こ
と
の
証
明
が
あ
る
も
の

四

証
人
訊
問
調
書

鑑
定
書
又
は
鑑
定
人
訊
問
調
書
及
び
こ
れ
を
補
充
す
る
書
類
図
画

前
項
第
三
号
乃
至
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
図
面
は
、
被
告
人
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
は
ら
ず
、
こ
れ
ら

の
書
類
図
面
に
関
し
公
判
期
日
に
お
い
て
、
被
告
人
に
そ
の
公
務
員
又
は
鑑
定
人
を
証
人
又
は
鑑
定
人
と
し
て
訊
問
す
る
機
会
を
与

へ
た
場
合
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
但
し
、
そ
の
機
会
を
与
へ
る
こ
と
が
で
き
ず
又
は
著
し
く
困
難

で
あ
っ
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

五ーよー・
/、

北法49(2・136)370



伝聞法則の適用範囲に関する一試論 (4) 

第
二
次
案
(
公
)
第
十
九
条
(
新
)

が
で
き
る
。

前
条
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
書
類
図
面
は
左
に
掲
げ
る
も
の
に
限
り
こ
れ
を
証
拠
と
す
る
こ
と

供
述
を
録
取
し
た
書
類
で
あ
っ
て
供
述
者
を
公
判
期
日
に
お
い
て
取
り
調
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
又
は
著
し
く
困
難
な
も

の
前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
書
類
図
面
で
あ
っ
て
作
成
者
を
公
判
期
日
に
お
い
て
取
り
調
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
又
は
著

し
く
困
難
な
も
の

第
二
次
案
(
公
)
第
二
十
条
(
新
)
供
述
を
録
取
し
た
書
類
で
あ
っ
て
、
公
訴
提
起
後
作
成
さ
れ
た
も
の
は
、
前
二
条
の
規
定
に
か

か
は
ら
ず
、
そ
の
供
述
に
際
し
て
、
被
告
人
に
訊
問
の
機
会
い
与
へ
ら
れ
た
場
合
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
但
し
、
そ
の
機
会
を
与
へ
る
こ
と
が
で
き
ず
又
は
著
し
く
困
難
で
あ
っ
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

証
人
訊
問
調
書
並
び
に
鑑
定
人
訊
問
調
書
及
び
こ
れ
を
補
充
す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。

第
二
次
案
(
公
)
第
二
十
一
条
(
新
)
証
人
そ
の
他
の
者
の
供
述
は
、
そ
の
供
述
に
際
し
て
被
告
人
に
訊
問
の
機
会
が
与
へ
ら
れ
た

場
合
で
な
け
れ
ば
こ
れ
を
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
但
し
、
そ
の
機
会
を
与
へ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
又
は
著
し
く
困
難
で
あ

っ
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
次
案
(
公
)
第
二
十
二
条
(
新
)

至
前
条
の
規
定
に
か
か
は
ら
ず
、
こ
れ
を
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
次
案
(
公
)
第
二
十
三
条
(
新
)

証
拠
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
訴
訟
関
係
人
に
異
議
の
な
い
書
類
図
面
は
、
(
公
)
第
十
六
条
乃

強
制
、
拷
問
若
し
く
は
脅
迫
に
よ
る
自
白
又
は
不
当
に
長
く
留
置
又
は
勾
留
せ
ら
れ
た
後
の

自
白
は

本こ
条れ
はを
留c証
保~拠
ごと
す
る

と
は
で
き
な
Uミ

註

北法49(2・137)371 



説

な
お
、

(
幻
)

つ
づ
く
第
三
次
案
で
は
、
上
記
二
次
案
の
二

O
条
お
よ
び
二
三
条
が
削
除
さ
れ
た
。

北法49(2・138)372

首命

第
五
次
案

「

ω
公
判
手
続

①
第
五
次
案
第
三
六
五
条
以
下
の
証
拠
能
力
に
関
す
る
規
定
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
五
次
案
第
百
六
十
五
条
証
拠
は
、
特
別
の
定
め
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
公
判
期
日
に
お
い
て
直
接
に
取
り
調
べ
た
も
の
に
限
る
。

第
五
次
案
第
三
百
六
十
六
条
左
の
書
類
図
画
は
、
こ
れ
を
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

公
判
調
書

検
証
、
押
収
又
は
捜
索
に
つ
い
て
の
調
書
及
び
こ
れ
を
補
充
す
る
書
類
図
画

共
同
被
告
人
尋
問
調
書

証
人
尋
問
調
書

鑑
定
書
又
は
鑑
定
人
尋
問
調
書
及
び
こ
れ
ら
を
補
充
す
る
書
類
図
画

前
項
第
三
号
乃
至
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
図
画
は
、
被
告
人
が
証
人
又
は
鑑
定
人
の
尋
問
に
際
し
こ
れ
に
立
ち
会
い
、
且
つ
そ
の

証
人
又
は
鑑
定
人
を
尋
問
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
証
人
尋
問
調
書
又
は
鑑
定
人
尋
問
調
書
を
除
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
こ
れ
ら
の
書
類
図
画
に
関
し
、
公
判
期
日
に
お
い
て
、
被
告
人
に
そ
の
共
同
被
告
人
証
人
又
は
鑑
定
人
を
尋
問
す
る
機
会
を

与
え
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
但
し
、
そ
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
又
は
著
し
く
困
難
な
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四五



第
五
次
案
第
三
百
六
十
七
条

前
条
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
書
類
図
面
は
、
左
の
も
の
に
限
り
、
こ
れ
を
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

供
述
を
録
取
し
た
書
類
で
供
述
者
を
公
判
期
日
に
お
い
て
取
り
調
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
又
は
著
し
く
困
難
な
も
の

前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
書
類
図
画
で
作
成
者
を
公
判
期
日
に
お
い
て
取
り
調
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
又
は
著
し
く
困

難
な
も
の

第
五
次
案
第
三
百
六
十
八
条

証
拠
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
訴
訟
関
係
人
に
異
議
の
な
い
書
類
図
画
は
、
前
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

こ
れ
を
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
次
案
第
三
百
六
十
九
条
証
人
そ
の
他
の
者
の
供
述
は
、
そ
の
供
述
に
際
し
被
告
人
に
そ
の
証
人
そ
の
他
の
者
を
尋
問
す
る
機
会
を

与
え
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
但
し
、
そ
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
又
は
著
し
く
困
難
な
場
合

(
回
目
)

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」

伝聞法則の適用範囲に関する一試論(4)

(
日
)

以
上
の
よ
う
な
五
次
案
に
対
し
、
「
検
事
側
と
し
て
は
此
の
立
場
に
必
ず
し
も
賛
意
を
表
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
」
と
し
て
検
察
側
か
ら

修
正
意
見
が
出
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
、
「
供
述
を
録
取
し
た
書
類
」
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

七

供
述
を
録
取
し
た
書
類

(
修
正
)
被
疑
者
、
関
係
人
の
供
述
を
録
取
し
た
書
類
は
供
述
者
の
自
由
意
思
に
出
で
た
る
こ
と
が
証
明
せ
ら
れ
た
る
と
き
は
、
之

を
事
実
認
定
の
証
拠
と
な
す
こ
と
が
出
来
る
。

(
意
見
)
草
案
は
公
判
外
に
於
け
る
供
述
を
録
取
し
た
書
類
は
原
則
と
し
て
証
拠
能
力
な
き
も
の
と
し
た
(
三
六
七
、
一
号
)
之
れ

は
英
米
の
法
制
に
も
反
す
る
の
で
あ
っ
て
立
案
者
の
意
図
を
推
測
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
警
察
官
に
対
す
る
自
白
に
関
し
て
、

北法49(2・139)373



説

一
九
一
八
年
英
国
高
等
裁
判
所
王
座
部
の
判
事
規
則
は
、
二
疋
の
制
限
の
下
に
(
第
一
則
乃
至
第
八
則
)
な
さ
れ
た
陳
述
は
、
出

来
る
だ
け
書
面
に
録
取
し
陳
述
者
に
読
聞
か
せ
其
の
欲
す
る
訂
正
を
為
さ
し
め
た
上
署
名
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
斯
様
な
自
白
調
書

は
証
拠
と
な
し
得
る
も
の
と
し
て
ゐ
る
。
米
国
の
法
制
に
於
て
も
被
疑
者
の
自
白
調
書
は
そ
の
自
白
が
任
意
に
な
さ
れ
た
こ
と
が

(ω) 

証
明
さ
れ
る
な
ら
ば
、
公
判
廷
で
反
対
の
陳
述
が
な
さ
れ
た
場
合
で
も
有
罪
認
定
の
証
拠
と
な
し
得
る
の
で
あ
る
」

北法49(2・140)374

号近、
凶問

そ
し
て
、
昭
和
二
二
年
三
月
に
第
九
二
帝
国
議
会
に
提
出
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
第
六
次
案
で
は
、
三
六
四
条
に
、
第
五
次
案
ま
で
と

(
臼
)

同
様
の
直
接
主
義
と
解
さ
れ
る
規
定
が
置
か
れ
、
一
二
六
五
条
な
い
し
三
六
八
条
の
規
定
に
も
大
き
な
相
違
は
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
第
六
次
案
を
も
っ
て
刑
訴
法
改
正
の
最
終
案
に
し
よ
う
と
い
う
政
府
の
計
画
は
、
総
司
令
部
の
審
査
の
遅
延
と
、
第
九
二
帝

(

何

回

)

国
議
会
の
解
散
が
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
実
現
不
可
能
と
な
っ
た
。
し
か
も
、
日
本
国
憲
法
の
施
行
(
昭
和
二
二
年
五
月
一
一
一
日
)

(
m
m
)
 

が
目
前
に
迫
っ
て
い
た
た
め
に
、
「
応
急
措
置
法
」
が
誕
生
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

供
述
録
取
書
の
証
拠
能
力
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
応
急
措
置
法
一
一
一
条
は
、

「
証
人
そ
の
他
の
者
(
被
告
人
を
除
く
。
)
の
供
述
を
録
取
し
た
書
類
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
書
類
は
、
被
告
人
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
供
述
者
又
は
作
成
者
を
公
判
期
日
に
お
い
て
訊
問
す
る
機
会
を
被
告
人
に
与
え
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

但
し
、
そ
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
又
は
著
し
く
困
難
な
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
つ
い
て
の
制
限
及
び
被

告
人
の
憲
法
上
の
権
利
を
適
当
に
考
慮
し
て
、
こ
れ
を
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

刑
事
訴
訟
法
第
三
百
四
十
三
条
の
規
定
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
」
と
規
定
し
て
い
た
。

そ
し
て
、
昭
和
二
二
年
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
作
成
さ
れ
た
第
七
次
案
で
は
、
第
六
次
案
に
比
べ
て
供
述
証
拠
の
証
拠
能
力
に
関
す
る

規
定
が
単
純
化
さ
れ
、
一
二
六
三
条
の
二
に
、
ほ
ぼ
応
急
措
置
法
一
一
一
条
と
同
文
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
応
急
措
置



法
一
二
条
の
寸
公
判
期
日
に
お
い
て
訊
問
す
る
機
会
」
と
い
う
部
分
が
「
そ
の
裁
判
官
の
面
前
に
お
い
て
尋
問
す
る
機
会
」
と
置
き
換
え
ら

(
山
田
)

れ
て
い
る
。
同
年
一

O
月
二

O
日
の
第
九
次
案
で
は
、
書
類
の
証
拠
能
力
に
関
す
る
規
定
が
、
次
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
第
二
五
八
条
証
人
そ
の
他
の
者
の
供
述
を
録
取
し
た
書
類
〔
略
〕
又
は
こ
れ
に
代
る
べ
き
書
類
は
、
そ
の
供
述
者
又
は
作
成
者
を
公

判
期
日
に
お
い
て
当
該
事
件
に
つ
い
て
判
決
を
す
る
裁
判
官
の
面
前
で
尋
問
す
る
機
会
を
被
告
人
に
与
え
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
証
拠
と
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
但
し
、
そ
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
又
は
著
し
く
困
難
な
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
つ
い
て
の
制

限
お
よ
び
被
告
人
の
憲
法
上
の
権
利
を
適
当
に
考
慮
し
て
、
こ
れ
を
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
項
〔
略
〕

二
五
九
条
証
拠
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
被
告
人
に
異
議
が
な
い
書
類
は
、
前
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
証
拠
と
す
る
こ
と

(
前
)

が
で
き
る
。
公
判
手
続
の
更
新
前
に
被
告
人
に
異
議
が
な
か
っ
た
も
の
に
つ
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
」

伝聞法則の適用範囲に関する一試論 (4)

第
三
期

(
白
山
)

第
九
次
案
は
、
連
合
国
軍
総
司
令
部
政
治
部

(
G
H
Q、
G
S
)

e 

の
検
討
に
付
さ
れ
た
。

G
S
の
中
で
刑
訴
法
を
担
当
し
た
法
制
裁
判
謀

の
チ
l
フ
は
オ
プ
ラ
l
(
。
毛
色
m
乙
で
あ
り
、
他
に
マ
イ
ヤ

l
ス

(
ζ
3
R印
)
、
ブ
レ
イ
ク
モ
ア
(
∞
E
r
g
o「
巾
)
、
ア
プ
ル
ト
ン
(
〉

B
Z
gロ)

の
三
名
が
検
討
に
当
た
っ
た
。
彼
ら
は
、
昭
和
二
三
年
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
、
疑
問
点
を
た
だ
す
た
め
に
、
日
本
側
担
当
者
と
話
し
合

い
を
か
さ
ね
た
。
こ
れ
が
、
「
刑
事
訴
訟
法
改
正
小
審
議
会
」
と
呼
ば
れ
る
会
議
で
、
こ
こ
で
の
準
備
的
な
討
議
を
経
た
後
、

G
H
Qと
日

本
側
と
の
間
で
、
「
刑
事
訴
訟
法
改
正
協
議
会
」
が
昭
和
二
三
年
四
月
二
二
日
か
ら
五
月
五
日
ま
で
一
六
囲
に
わ
た
っ
て
聞
か
れ
た
。
こ
の

(
訂
)

協
議
会
に
お
い
て
、

G
H
Qか
ら
問
題
点
の
指
摘
と
修
正
の
勧
告
を
含
む
四

O
余
の
プ
ロ
ブ
レ
ム
・
シ

l
ト
が
提
出
さ
れ
、
こ
れ
を
も
と
に

(
俗
)

議
論
が
進
め
ら
れ
た
。
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説

プ
ロ
ブ
レ
ム
・
シ

l
ト
の
第
五
間
は
「
法
定
外
の
供
述
を
証
拠
と
し
て
使
用
す
る
場
合
の
基
準
」
、
第
一

O
聞
は
「
司
法
警
察
職
員
の
尋
問
、

取
調
及
び
そ
の
作
成
書
類
の
証
拠
能
力
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
両
者
併
せ
て
公
判
前
の
供
述
録
取
書
の
証
拠
能
力
の
原
則
的
否
定
と
、

起
訴
状
一
本
主
義
の
採
用
を
求
め
る
内
容
を
含
ん
で
い
た
。
こ
れ
ら
二
聞
は
討
議
の
過
程
で
、
「
第
五
問
及
び
第
一

O
間
の
修
正
(
ニ
・
士
乙
」

に
ま
と
め
ら
れ
る
。
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
、
四
月
一
七
日
の
第
四
回
協
議
会
以
降
、
数
回
に
わ
た
っ
て
討
議
が
行
わ
れ
た
。

G
H
Q
の
提

案
に
対
す
る
日
本
側
出
席
者
の
大
部
分
の
共
通
し
た
反
応
は
、
「
理
論
と
し
て
は
」
そ
の
正
当
性
を
認
め
つ
つ
、
実
際
問
題
と
し
て
、
直
ち

に
こ
れ
を
実
行
す
る
こ
と
は
訴
訟
遅
延
を
招
く
た
め
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
意
見
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

G
H
Qは
譲
歩
せ
ず
、
四
月
二
一

O

自
の
第
一
三
回
協
議
会
ま
で
に
、
現
行
刑
訴
法
三
二

O
条
以
下
に
相
当
す
る
公
判
廷
外
供
述
の
証
拠
能
力
の
原
則
的
否
定
と
、
起
訴
状
一
本

(

ω

)

(

初
)

主
義
の
採
用
は
動
か
し
難
い
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

吾ι
前調

評
価

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
こ
と
か
ら
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
よ
う
。
ま
ず
、
現
行
刑
訴
法
三
二

O
条
以
下
に
規
定
さ
れ
る
供
述
証
拠
に
関

(η) 

す
る
証
拠
能
力
の
規
制
に
関
す
る
立
法
の
推
移
を
見
る
と
、
直
接
主
義
の
実
現
が
、
日
本
政
府
の
懸
案
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し

(η) 

か
も
、
三
一
一
一
条
な
い
し
三
二
八
条
の
伝
聞
例
外
規
定
の
中
に
は
、
ア
メ
リ
カ
法
の
伝
聞
法
則
で
は
説
明
で
き
な
い
広
範
な
伝
聞
例
外
規
定

が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
三
二
二
条
で
規
定
さ
れ
る
被
告
人
の
供
述
書
面
に
つ
い
て
は
、
自
分
自
身
に
反
対
尋
問
は
で
き
な
い
の
で
あ

(η) 

る
か
ら
、
反
対
尋
問
権
を
中
心
と
す
る
伝
聞
法
則
に
よ
っ
て
こ
の
規
定
を
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
、

(
九
)

三
二

O
条
の
規
定
を
直
接
主
義
的
な
観
点
か
ら
説
明
で
き
る
余
地
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
行
刑
訴
法
が
当
事
者
主
義
構
造
を
大
幅
に
採
用
し
た
こ
と
、
現
行
法
の
規
定
が
合
衆
国
憲
法
修
正
六
条
に
規
定
さ
れ
る
証
人

対
質
権
と
類
似
す
る
証
人
審
問
権
の
規
定
を
契
機
と
し
て
生
ま
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
基
本
的
に
は
通
説
で
一
致
し
て
い
る
よ
う
に
伝
聞
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伝開法則の適用範囲に関する一試論 (4) 

(
お
)

法
則
を
採
用
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
つ
づ
い
て
伝
聞
法
則
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
検
討
が
不
可
欠
で
あ
る
憲
法
三
七
条
二
項
の
成
立
過
程
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

(
1
)
本
節
の
叙
述
は
、
刑
事
訴
訟
法
制
定
過
程
研
究
会
(
団
藤
重
光
・
松
尾
浩
也
・
小
田
中
聴
樹
・
三
井
誠
・
井
上
正
仁
)
「
刑
事
訴
訟
法
の
制
定

過
程
」
法
学
協
会
雑
誌
九
一
巻
七
号
(
一
九
七
四
年
)
以
下
連
載
中
(
以
下
、
執
筆
者
「
制
定
過
程
(
番
号
)
」
法
協
(
巻
号
)
と
表
記
)
に
よ

る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
そ
の
他
に
は
、
主
に
次
の
文
献
を
参
照
し
た
。
勝
田
成
治
・
団
藤
重
光
・
羽
山
忠
弘
・
樋
口
勝
・
横
井
大
三
、
座
談
会
「
刑

事
訴
訟
法
の
制
定
過
程
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
五
五
一
号
(
一
九
七
四
年
)
三
O
頁
以
下
、
井
上
正
仁
「
刑
事
訴
訟
法
制
定
過
程
年
表
」
同
五
九
頁
以
下
、

小
田
中
聴
樹
『
現
代
訴
訟
法
論
』
(
一
九
七
七
年
)
二
五
頁
以
下
、
後
藤
昭
『
刑
事
授
訴
立
法
史
の
研
究
』
(
一
九
八
七
年
)
一
一
六
一
頁
以
下
。

(
2
)
松
尾
「
制
定
過
程
(
一
)
」
法
協
九
-
巻
七
号
八
三
頁
。

(
3
)
後
藤
・
前
出
註

(
1
)
書
二
六
一
頁
以
下
。

(
4
)
大
正
一
一
年
刑
事
訴
訟
法
の
制
定
過
程
お
よ
び
そ
の
評
価
に
つ
い
て
の
研
究
と
し
て
、
小
田
中
聴
樹
「
大
正
刑
事
訴
訟
法
の
歴
史
的
意
義
(
一
)

ー
(
四
)
ー
ー
そ
の
制
定
過
程
を
中
心
と
し
て
」
東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
七
巻
二
号
一
頁
、
人
巻
二
万
一
頁
、
二
号
一
一
五
頁
、
九
巻
一
号

一
頁
(
一
九
六
七
i
一
九
六
八
年
)
〔
同
『
刑
事
訴
訟
法
の
歴
史
的
分
析
』
(
一
九
七
六
年
)
所
収
〕
参
照
。

(
5
)
松
尾
・
前
出
註

(
2
)
八
四
頁
。

(6)
同
右
八
六
頁
。

(
7
)
同
右
。

(8)
司
法
制
度
改
善
に
関
す
る
回
答
(
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
昭
九
・
二
一
)
、
同
右
八
七
頁
。

(
9
)
同
右
八
九
頁
。

(
叩
)
予
審
手
続
廃
止
要
綱
(
日
本
弁
護
士
協
会
司
法
制
度
改
善
第
二
部
会
決
議
昭
一

0
・
二
・
二
九
)
、
同
右
九
O
頁。

(
日
)
司
法
制
度
調
査
会
ノ
審
議
ニ
関
ス
ル
新
聞
記
事
ノ
件
(
司
法
大
臣
官
房
秘
書
課
通
達
昭
二
・
七
・
三
二
、
同
右
九
一
、
九
二
頁
。

(
ロ
)
検
察
権
強
化
の
提
案
に
対
す
る
反
対
決
議
(
第
一
東
京
弁
護
士
会
・
帝
国
弁
護
士
会
共
同
決
議
昭
二
・
八
・
一
五
)
、
同
右
九
二
頁
。

(
日
)
同
右
九
一
頁
。
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(
U
)
同
右
九
四
頁
。

(
日
)
同
右
。
司
法
制
度
調
査
委
員
会
は
、
勅
令
を
も
っ
て
そ
の
官
制
を
公
布
し
、
昭
和
一
一
一
一
年
七
月
一
四
日
、
会
長
(
塩
野
司
法
大
臣
)
の
他
五

O
名
の
委
員
、
等
が
任
命
さ
れ
た
。
委
員
に
は
、
松
本
丞
…
治
、
穂
積
重
遠
、
小
野
清
一
郎
、
清
瀬
一
郎
等
の
諸
氏
が
含
ま
れ
て
い
る
(
同
註
一

0
0頁
註
(

η

)

)

。
な
お
、
同
委
員
会
に
お
け
る
審
議
経
過
お
よ
び
そ
の
評
価
に
つ
き
、
小
田
中
聴
樹
「
刑
事
訴
訟
法
の
歴
史
的
分
析
の
方
法

と
意
義
」
『
団
藤
重
光
博
士
古
稀
祝
賀
論
文
集
』
四
巻
(
一
九
八
五
年
)
一
八
頁
〔
同
『
刑
事
訴
訟
法
の
史
的
構
造
』
(
一
九
八
六
年
)
所
収
〕

参
照
。

(
日
)
松
尾
・
同
右
九
四
、
九
五
頁
。

(
幻
)
諮
問
第
二
号
ニ
関
ス
ル
諸
問
題
(
昭
一
一
一
一
・
一

O
?
)
、
同
右
九
五
頁
。

(
問
)
同
右
。

(
日
)
改
革
要
綱
(
清
瀬
一
郎
私
案
昭
一
四
・
一
)
、
同
右
九
五
、
九
六
頁
。

(
却
)
予
審
並
ニ
検
察
制
度
改
善
ニ
関
ス
ル
再
建
議
(
日
本
弁
護
士
協
会
・
東
京
弁
護
士
会
共
同
意
見
書
昭
一
五
・
一
一
)
、
同
右
九
七
頁
。

(
幻
)
後
出
註
(
お
)
参
照
。

(
幻
)
松
尾
「
制
定
過
程
(
二
)
」
法
協
九
一
巻
八
号
一

O
O頁。

(
幻
)
同
右
九
九
、
一

O
O頁。

(
但
)
同
右
一

0
0貰。

(
お
)
裁
判
所
構
成
法
戦
時
特
例
(
抄
)
昭
和
一
七
年
二
月
二
四
日
法
律
第
六
十
二
号
、
お
よ
び
戦
時
刑
事
特
別
法
(
抄
)
昭
和
一
七
年
二
月
二
四

日
法
律
第
六
十
四
号

「
(
そ
の
こ
聴
取
書
の
証
拠
能
力
に
関
す
る
も
の

戦
時
刑
事
特
別
法
第
二
十
五
条
地
方
裁
判
所
ノ
事
件
ト
雄
モ
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
四
十
三
条
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル
制
限
ニ
依
ル
コ
ト
ヲ

要
セ
ズ
」
(
前
註
)

(
お
)
松
尾
「
制
定
過
程
(
三
)
」
法
協
九
一
巻
一

O
号
四
八
頁
。

(
幻
)
司
法
制
度
改
正
審
議
会
諮
問
事
項
(
第
一
回
総
会
提
出
昭
二

0
・
二
・
二
四
)
、
同
右
。

(
お
)
司
法
制
度
改
正
審
議
会
第
二
諮
問
事
項
関
係
小
委
員
会
第
一
回
会
議
議
事
録
要
旨
(
昭
二

0
・
二

説論

北法49(2・144)378
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O
)
、
同
右
五
三
頁
。



伝聞法則の適用範囲に関する一試論 (4) 

(
却
)
同
・
第
二
回
会
議
議
事
録
要
旨
(
昭
二

0
・
二
了
五
)
、
同
右
六
一
頁
。

(ω)
同
・
第
三
国
会
議
議
事
録
要
旨
(
昭
二

0
・
=
了
一

O
)
、
松
尾
「
制
定
過
程
(
四
)
」
法
協
九
一
巻
二
号
九
六
頁
。

(
幻
)
犯
罪
捜
査
ニ
関
ス
ル
人
権
擁
護
方
策
案
(
司
法
制
度
改
正
審
議
会
第
二
諮
問
小
委
員
会
昭
二

0
・
二
一
・
一
八
刑
印
)
、
同
右
一

O
四
頁
。

(
担
)
な
お
、
「
こ
の
案
は
、
予
審
の
廃
止
、
公
判
準
備
の
拡
充
強
化
、
検
事
な
い
し
司
法
警
察
官
に
対
す
る
強
制
捜
査
権
の
賦
与
、
お
よ
び
こ
れ
に

対
応
す
る
被
疑
者
側
の
権
利
強
化
の
四
つ
の
柱
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
最
後
の
被
疑
者
側
の
権
利
は
、
捜
査
中
に
お
け
る
弁
護
権
の

承
認
、
告
訴
告
発
ー

l
と
く
に
職
権
濫
用
罪
に
対
す
る
|
|
の
実
効
性
の
担
保
、
お
よ
び
任
意
性
を
欠
く
供
述
調
書
の
排
除
の
三
点
か
ら
構
成

さ
れ
て
い
た
」
(
松
尾
「
制
定
過
程
(
五
)
」
法
協
九
一
巻
一
一
一
号
四
八
頁
)
。

(
お
)
同
右
四
七
、
四
八
頁
。

(
担
)
同
右
四
八
頁
。

(
お
)
同
右
五
O
頁。

(
お
)
同
右
五
一
頁
。

(
幻
)
同
右
五
七
頁
。

(
お
)
小
田
中
「
制
定
過
程
(
六
)
」
法
協
九
二
巻
五
号
九
一
頁
。

(
却
)
同
右
。

(
叫
)
同
右
一

O
七
頁
。

(
引
)
同
右
一

O
八
頁
。
な
お
、
座
談
会
・
前
出
註

(
1
)
三
五
頁
以
下
参
照
。

(
位
)
小
田
中
・
同
右
一

O
八
頁
。

(
M
M
)

小
田
中
「
制
定
過
程
(
七
)
」
法
協
九
二
巻
六
号
一

O
二
頁
。

(
斜
)
同
右
一

O
六
頁
。

(
必
)
同
右
一

O
八
頁
。

(
必
)
小
田
中
「
制
定
過
程
(
八
)
」
法
協
九
二
巻
七
号
一

O
O頁。

(
灯
)
同
右
一

O
一頁。

(
組
)
同
右
一
一
一
一
一
頁
。
な
お
、
こ
の
「
試
案
」
の
証
拠
能
力
に
関
す
る
部
分
は
、
後
述
「
刑
事
訴
訟
法
改
正
要
綱
」
と
同
じ
内
容
で
あ
る
。
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説~ι 
日脈"

(
羽
)
小
田
中
「
制
定
過
程
(
九
)
」
法
協
九
二
巻
一

O
号
一
二
六
頁
。

(
叩
)
同
右
一
三
二
貝
。

(
日
)
小
田
中
「
制
定
過
程
(
一
二
)
L

法
協
九
三
巻
三
号
一

O
四
頁
。

(
臼
)
同
右
一

O
八
、
一

O
九
頁
。

(
臼
)
小
田
中
「
制
定
過
程
(
一
一
一
一
)
」
法
協
九
三
巻
四
号
一
四
一
頁
。

(
日
)
そ
の
全
文
は
、
同
右
一
四
二
頁
以
下
、
小
田
中
「
制
定
過
程
(
一
四
)
」
法
協
九
三
巻
五
号
一
四
六
頁
以
下
に
あ
る
。

(
日
)
同
右
「
制
定
過
程
(
一
四
)
」
一
五
六
、
一
五
七
頁
。

(
日
)
小
田
中
寸
制
定
過
程
(
一
五
)
」
法
協
九
五
巻
八
号
一
一
一
一
、
一
一
一
二
頁
。
二
次
案
の
内
容
に
つ
き
、
同
九
八
頁
以
下
参
照
。

(
訂
)
小
田
中
「
制
定
過
程
(
一
六
)
」
法
協
九
五
巻
九
号
一
五
六
頁
。
三
次
案
の
内
容
に
つ
き
、
同
一
三
六
頁
以
下
参
照
。

(
国
)
同
右
二
ハ
て
一
六
二
頁
。
五
次
案
の
内
容
に
つ
き
、
同
一
六
O
頁
以
下
参
照
。

(
日
)
同
右
一
六
二
頁
。

(
伺
)
刑
訴
法
草
案
に
対
す
る
修
正
意
見
(
昭
二
二
・
二
・
二
五
大
検
試
案
)
、
同
右
一
六
五
頁
。

(
日
)
小
田
中
「
制
定
過
程
(
一
九
)
」
法
協
九
六
巻
二
号
七
六
、
七
七
頁
参
照
。
六
次
案
の
全
文
は
、
同
「
制
定
過
程
(
一
七
)
|
(
一
九
)
」
法
協

九
五
巻
一
二
号
五
O
頁
以
下
、
九
六
巻
一
号
七
五
頁
以
下
、
二
号
七
五
頁
以
下
に
あ
る
。

(
臼
)
同
右
「
制
定
過
程
(
一
七
)
」
五
O
頁。

(
日
)
日
本
国
憲
法
の
施
行
に
伴
う
刑
事
訴
訟
法
の
応
急
措
置
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
二
二
年
四
月
一
九
日
・
法
律
七
六
号
)
。
同
法
の
立
法
過
程
に

っ
き
、
例
え
ば
、
松
尾
「
制
定
過
程
(
二

O
)
」
法
協
九
七
巻
五
号
一

O
六
頁
以
下
参
照
。

(
倒
)
後
藤
・
前
出
註

(
1
)
書
二
七
三
頁
。

(
日
)
前
註
書
二
七
三
、
二
七
四
頁
。

(
付
加
)
そ
の
全
文
は
、
法
務
府
検
務
局
編
『
新
刑
事
訴
訟
法
制
定
資
料
(
一
)
』
検
察
資
料
二
八
号
(
一
九
五
二
年
)
六
頁
以
下
に
あ
る
。

(
訂
)
そ
の
原
文
と
訳
文
は
、
横
井
大
三
編
「
新
刑
事
訴
訟
法
制
定
資
料
」
刑
法
雑
誌
三
巻
三
号
(
一
九
五
三
年
)
お
よ
び
前
註
・
検
察
資
料
二
八

号
に
あ
る
。

(
邸
)
後
藤
・
前
出
註

(
1
)
書
二
七
五
、
二
七
六
頁
。
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(ω)
前
註
書
二
七
七
、
二
七
八
頁
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
き
、
松
尾
浩
也
「
『
当
事
者
主
義
』
に
つ
い
て
」
中
野
次
雄
判
事
還
暦
祝
賀
『
刑
事
裁
判

の
課
題
』
(
一
九
七
二
年
)
四
六
、
四
七
頁
参
照
。

(
刊
)
な
お
、
前
述
し
た
供
述
録
取
書
の
証
拠
能
力
に
関
す
る
論
議
は
、
捜
査
機
関
作
成
の
調
書
の
証
拠
能
力
の
厳
格
化
に
繋
が
る
重
要
な
視
座
を

含
む
も
の
と
い
え
よ
う
。

(
九
)
後
藤
・
前
出
註

(
1
)
書
二
六
二
頁
参
照
。

(η)
三
一
一
一
条
の
立
法
経
緯
に
つ
い
て
、
座
談
会
・
前
出
註

(
1
)
五
O
、
五
一
頁
参
照
。

(
刀
)
団
藤
重
光
『
刑
事
訴
訟
法
〔
七
訂
版
〕
』
(
一
九
六
七
年
)
二
六
五
頁
で
は
、
「
第
三
一
一
一
二
条
の
規
定
は
、
|
|
第
三
二

O
条
の
例
外
と
し
て
必

要
な
規
定
で
は
あ
る
が
|
|
被
告
人
が
作
成
し
た
供
述
書
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
第
三
二

O
条
の
要
点
を
な
す
伝
聞
証
拠
の
問
題
と
は
関
係
が
な

い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
司
法
研
修
所
〔
横
井
大
一
一
一
〕
『
新
刑
事
訴
訟
法
逐
条
解
説
E
』
(
一
九
四
九
年
)
一

0
0、
一

O
一
頁
に
お
い
て
は
、

次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
被
告
人
の
公
判
廷
外
に
お
け
る
供
述
を
如
何
な
る
場
合
に
証
拠
と
す
る
こ
と
を
許
す
か
と
い
う
問
題
は
、
伝

聞
証
拠
の
問
題
で
は
な
い
。
そ
れ
は
被
告
人
の
反
対
尋
問
の
確
保
と
は
関
係
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
問
題
は
、
被
告
人
に

不
利
益
な
供
述
に
つ
い
て
は
任
意
性
を
欠
く
自
白
の
証
拠
能
力
の
否
定
と
同
じ
考
え
か
ら
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

英
米
証
拠
法
に
お
い
て
自
然
に
築
き
上
げ
ら
れ
た
結
果
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
法
則
と
し
て
表
に
現
れ
た
形
は
、
伝
聞
証
拠
制
限
の

場
合
と
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
本
条
に
お
い
て
一
括
し
て
、
公
判
廷
外
に
お
け
る
供
述
の
証
拠
能
力
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
供
述
を
伝
聞
例
外
で
は
な
く
、
「
伝
間
不
適
用
」
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
平
場
安
治
『
改
訂
刑
事
訴
訟
法
講
義
』
(
一
九

五
四
年
)
一
九
一
頁
、
高
田
卓
禰
『
刑
事
訴
訟
法
〔
二
訂
版
〕
』
(
一
九
人
四
年
)
二
三
五
頁
、
鈴
木
茂
樹
『
刑
事
訴
訟
法
〔
改
訂
版
〕
』
(
一
九

九
O
年
)
一
二

O
頁
、
井
戸
田
侃
『
刑
事
訴
訟
法
要
説
』
(
一
九
九
三
年
)
一
一
二
三
頁
。

(
九
)
こ
れ
を
直
接
主
義
の
表
現
と
捉
え
る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
小
野
清
一
郎
「
新
刑
訴
に
お
け
る
証
拠
の
理
論
」
刑
法
雑
誌
四
巻
三
号
(
一

九
五
四
年
)
一
頁
。
な
お
、
伝
聞
法
則
と
直
接
主
義
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
検
討
す
る
。

(
同
)
例
え
ば
、
上
口
裕
「
三
二

O
条
一
項
の
法
意
|
|
直
接
主
義
と
伝
聞
法
則
」
刑
事
訴
訟
法
の
争
点
〔
旧
版
〕

伝聞法則の適用範聞に関する一試論 (4) 

九
七
九
年

八.
頁
参
日召
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